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日本国政府は、イエメン共和国政府の要請に基づき、同国向けの食糧増産援助に係る調査を行う

ことを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施しました。 

当機構は、平成 16 年 9 月に調査団を現地に派遣しました。 

調査団は、イエメン共和国政府関係者と協議を行うとともに、現地調査を実施し、帰国後の国内

作業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つことを

願うものです。 

終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 
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写真1 

サナア（Sana'a)市内の農業サービス公社（PCAS)ショ

ールームにて、見本として展示されている2KR調達のイ

ギリス製脱穀機。 

 

写真2 

KRで調達されたイタリア製の動力噴霧器。 

同じくPCASにて展示されている。 

写真3 
サナア市内の農業資機材部（GCAAI）にて販売さ
れていた平成13年度（2001年度）2KRで調達され
た日本製トラクター。納入後1年以上経つが、14
台が売れ残っている。  
 

写真4 

平成13年度（2001年度）2KRで調達された日本製

耕うん機。トラクターと同様、12台が売れ残って

いる （GCAAIにて）。 

写真5 

耕うん機用ののトレーラー。耕うん機と同様に13

台が売れ残っている （GCAAIにて）。 

写真6内のスペアパーツ保管庫。スペアパーツの

整理・保管状況は概ね良好である。 



  

  

  

写真7 

KRで調達したフィンランド製のコンバイン。 

ダマール（Dhamar）州内の種子生産公社（GSMC)

で農民への収穫サービスに使用されている。 
 

写真8 

KRで調達したイタリア製の乗用トラクター。 

ラヒ（Lahej）州の農民が購入して使用している。
 

写真9 

ホデイダ（Hodeidah）州の農民が購入した 

KR調達の日本製の乗用トラクター。 

写真10 

KRの見返り資金によって建設された灌漑水路の

水門（アブヤン州） 
 

写真11 

KRで調達された日本製のエクスカベータ。 

アブヤン（Abyan）州内の灌漑水路整備に使用さ

れている。 

写真12 

本現地調査に関する協議録の署名。 

日本側:和田団長（左）。 

イエメン側:シャラフ計画国際協力省次官（右）。
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第１章 調査の概要 

1－1 調査の背景と目的 

 

(1) 背景 

日本国政府は、1967 年のガット・ケネディラウンド（KR）関税一括引き下げ交渉の一環として成

立した国際穀物協定の構成文書の一つである食糧援助規約1に基づき、1968 年度から食糧援助（以下、

「KR」という）を開始した。  

一方、1971 年の食糧援助規約改訂の際に、日本国政府は「米又は受益国が要請する場合には農業

物資で援助を供与することにより、義務を履行する権利を有する」旨の留保を付した。これ以降、日

本国政府は KR の枠組みにおいて、米や麦などの食糧に加え、食糧増産に必要となる農業資機材につ

いても被援助国政府がそれらを調達するための資金供与を開始した。 

1977 年度には、農業資機材の調達資金の供与を行う予算を KR から切り離し、「食糧増産援助（Grant 

Aid for the Increase of Food Production）（以下、「2KR」という）」として新設した。 

以来、日本国政府は、「開発途上国の食糧不足問題の緩和には、食糧増産に向けた自助努力を支援

することが重要である」との観点から、毎年度 200～300 億円の予算規模で 40～50 カ国に対し 2KR

を実施してきた。 

一方、外務省は、平成 14 年 7 月の外務省「変える会」の最終報告書における「食糧増産援助（2KR）

の被援助国における実態について、NGO など国民や国際機関から評価を受けて情報を公開するととも

に、廃止を前提に見直す。」との提言を受け、同年 8月の外務省改革「行動計画」において、「2KR に

ついては廃止も念頭に抜本的に見直す。」ことを発表した。 

外務省は、2KR の見直しにあたり国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構、以下「JICA」と

いう）に対し、2KR という援助形態のあり方を検討するために調査団の派遣（2002 年 11 月～12 月）

を指示し、同調査団による「2KR 実施計画手法にかかる基礎研究」の結果も踏まえ、同年 12 月に以

下を骨子とする「見直し」を発表した。 

① 農薬は原則として供与しないこと 

② ニーズや実施体制につきより詳細な事前調査を行い、モニタリング、評価体制を確認した上で、

その供与の是非を慎重に検討すること 

③ 上記の結果、平成 15 年度の 2KR 予算は、対 14 年度比で 60%削減すること 

④ 今後も引き続き、国際機関との協議や実施状況のモニタリングの強化を通じて、2KR のあり方

につき適宜見直しを行うこと 

 

上記方針をふまえ外務省は、平成 15 年度の 2KR 実施に際して、2KR の要望調査対象国約 60 カ国の

中から、2KR 予算額、我が国との二国間関係、過去の実施状況等を総合的に勘案して 16 カ国を供与

候補国として選定し、JICA に調査の実施を指示した。 

また、以下の三点を 2KR の供与に必要な新たな条件として設定した。 

① 見返り資金の公正な管理・運用のための第三者機関による外部監査の義務付けと見返り資金の

小農支援事業、貧困対策事業への優先的な使用 

② モニタリング及び評価の充実のための被援助国側と日本側関係者の四半期に一度の意見交換

                                                        
1現行の食糧援助規約は 1999 年に改定され、日本、アメリカ、カナダなど７カ国、および EU（欧州共同体）とその加

盟国が加盟しており、日本の年間の最小拠出義務量は小麦換算で 30 万トンとなっている。 



2 

会の制度化 

③ 現地ステークホルダー（農民、農業関連事業者、NGO 等）の 2KR への参加機会の確保 

 

これを受けて JICA は、全候補国に現地調査団を派遣し、ニーズ、実施体制、要請の具体的な根拠

等について従来以上に詳細な調査を行うとともに、国際機関、NGO、資機材取扱業者等の広範な関係

者から 2KR に対する意見を聴取した。さらに、要請された個々の品目及び数量について必要性及び妥

当性を検討した。その結果、2 カ国について実施体制の不備等を理由に供与が見送られ、5 カ国につ

いて要請品目の一部が削除された。また、一カ国について農業機械のオペレーターやメカニックを対

象としたセミナーを内容とするソフトコンポーネントが、2KR で初めて実施された。 

 

なお、日本政府は、世界における飢えの解消に積極的な貢献を行う立場から、食糧の自給に向け

た開発途上国の自助努力をこれまで以上に効果的に支援して行くこととし、これまでの経緯と検討を

踏まえ、平成１７年度より、食糧増産援助を「貧困農民支援」に名称変更し、裨益対象を貧困農民、

小農とすることを一層明確化することを通じ、その上で、食糧生産の向上に向けて支援する方針であ

る。 

 

(2) 目的 

外務省は、平成 15 年度の実績をふまえ、平成 16 年度についても 16 カ国の候補国を選定し、それ

ら候補国全てについて、ニーズ、実施体制、モニタリングの現状、評価体制を確認したうえで供与の

是非を検討するため、JICA に調査の実施を指示した。本調査は、そのうちイエメン共和国（以下｢イ｣

国とする）について、平成 16 年度の 2KR 供与の可否の検討に必要な情報・資料を収集することを目

的として実施した。 

 

1－2 体制と手法 

 

(1) 調査実施手法 

本調査は、国内における事前準備作業、現地調査、帰国後の取りまとめから構成される。 

現地調査においては、時間的、物理的な制約の中で可能な限り「イ」国政府関係者、農家、国際機関、

NGO、資機材配布機関／業者等との協議、サイト調査、資料収集を行い、｢イ｣国における 2KR のニー

ズ及び実施体制を確認するとともに、2KR に対する関係者の評価を聴取した。帰国後の取りまとめに

おいては、現地調査の結果を分析し、要請資機材計画の妥当性の検討を行った。 

 
(2) 調査団構成 

総括・計画管理 和田 康彦  独立行政法人 国際協力機構 エジプト事務所 次長 

食糧増産計画 深澤 公史 (財)日本国際協力システム 業務部 
プロジェクトマネージャー  

資機材計画 寺田 祐 (財)日本国際協力システム 業務部 職員 

 
 
 
 



3 

(3) 調査日程 

日

数 
月 日 曜

日 
深澤／寺田 日

数

和田 

1 2004年 
9月16日 

木 成田(NH209)(11:35)→フランクフルト(16:35)  

2 9月17日 金 フランクフルト(LH592)(14:00)→ 
サナア（Sana’a）(23:30) 

 

3 9月18日 土 午前：大使館表敬、農業灌漑省協議 
午後：FAOイエメン事務所訪問 

 

4 9月19日 日 午前：農業灌漑省植物防疫局協議 
午後：農業協同組合信用金庫協議 

 

5 9月20日 月 午前：農業サービス公社協議、農業協同組合訪

問 
午後：農業協同組合連合 農業資機材部訪問 

 

6 9月21日 火 午前：農業灌漑省協議、民間農業資機材ディー

ラー訪問 
午後：民間農業資機材ディーラー訪問 

 

7 9月22日 水 午前：サナア→ダマール (Dhamar) 
＊陸路にて移動 
種子増殖公社訪問 

午後：ダマール→アデン (Aden)  
＊陸路にて移動 

 

8 9月23日 木 午前：アデン→アブヤン (Abyan)  
＊陸路にて移動 

   アブヤン灌漑水路視察及びアブヤン州灌

漑局ワークショップ訪問 
午後：アブヤン→アデン 

＊陸路にて移動 

 

9 9月24日 金 午前：アデン→ラヒ (Lahj) 
 ＊陸路にて移動 

   ワジ・トゥバン及びワジ・ザヒール視察

午後：資料整理 

1 カイロ(IY607)(14:00)→ 
アデン(17:30) 

10 9月25日 土 アデン→ホデイダ (Hodeidah)  
＊陸路にて移動 

2  

11 9月26日 日 午前：ワジ・シハム及びワジ・バルコヤ視察 
午後：ホデイダ→サナア 

3

12 9月27日 月 午前：農業灌漑省協議 
午後：農業灌漑省協議 

4



4 

13 9月28日 火 午前：農業灌漑省協議 
午後：農業灌漑省協議、世銀サナア事務所訪問、

大使館報告 

5

14 9月29日 水 午前：農業灌漑省協議、ミニッツ署名 
午後：資料整理 

6

15 9月30日 木 サナア(LH593)(01:05)→フランクフルト(08:35) 
フランクフルト(NH210)(20:45)→ 

7  

16 10月1日 金 →成田（14:50） 8 サナア(MS692)(07:05)→ 
カイロ(9:20) 

 
 (4) 面談者リスト 

1）在イエメン日本国大使館 
石井 祐一 特命全権大使 
服部 陽二 一等書記官 
Mr. Mosour Al-Shamiri Economic Assistant 
 

2）計画国際協力省 (Ministry of Planning ＆ International Cooperation) 
Mr. Hisham Sharaf Abdulla Deputy Minister for International Cooperation 
Mr. Omar A. Abdulghani General Director 
                            Bilateral Cooperation with the State of Asia ＆ Australia 
 International Cooperation Sector 
Mr. Fadhl Abbas M. Al-Wazir Director 

  Bilateral Cooperation with the state of Asia ＆ Australia ＆ The 
National Coordinator for WFP project 

 
3）農業灌漑省 (Ministry of Agriculture and Irrigation) 

Eng. Hassan Omar Mohd Swaid   Minister 
Eng. Abdulmalik A.Al-Arashi Deputy Minister 
Eng. Abdulmalik Al-Thawr General Director of Planning and Monitoring 
Mr. Jamal Al-Sayari General Manager of Mechanization 
Mr. Abdul Wahab H. Al-Eryani Financial General Manager 
Mr. Abdul Wahab Al-Hamzi Director of Loans and Aid 
Eng. Abbas Ali Abdul-Mughni General Director of Plant Protection,  

  General Directorate of Plant Protection 
Eng. Shehab Q. Al Shamiri Director of Pesticide Department, General Directorate of Plant 

Protection 
Eng. Mutahar Zaid Mutahar Water Construction and Irrigate General Manager 
  General Department of Irrigation 

 



5 

4）農業協同組合信用金庫 (Cooperative ＆ Agricultural Credit Bank) 
  Mr. Mohammed Ahmed Taki Assistant General Director, Commercial and Banking Affairs 

  Mr. Mohod Al Rases           Manager of Trading 
  Mr. Salah Al Basha  Manager 

 
5）農業サービス公社 (Public Corporation for Agricultural Services) 

  Eng. Abdullah M. Ba-Asher     General Manager 
  Mr. Mohamed M. Al-Mashrai Deputy General Manager 

 
6）農業協同組合 (Agricultural Cooperative Union) 

Mr. Ali Awad Ba-Hamish        Secretary General 
Eng. Gawad Nasser Al-Arifi  Head of Agricultural Affairs Directorate 
   Member of Executive Board 
Mr. Ali Al-Haithmi  Head of Marketing Department 
 

7）農業協同組合 農業資機材部 (Agricultural Cooperative Union, General Cooperative Association for 
Agricultural Inputs) 

 Mr. Mohamed M. Ben Jalal     Secretary General, Member of Ex. Bureau of the Union 
Mr. Saceh Badawy           Vice Chairman 
Mr. Ahmad Bin Jalal Secretary General 
Mr. Abdulaleem Saif Assist Commercial Manager 
Mr. Nasr Thabeb  Commercial Director 
 

8）種子増殖公社 (General Seed Multiplication Corporation) 
 Mr. Abdo M. Al Saggaf        General Manager 

  Mr. Abdul Basil Al Agbari Deputy Manager 
Mr. Abdul Rab Al Magdashi Financial Manager 
Mr. Mohamed Salih Al Riyashi Manager 

  Mr. Mohamed Abdo Ali Quality Control 
  Mr. Nassir Ali Daa’a Accounting 
  Mr. Ahmed Abdel Aziz Expert 
  Mr. Kamal M. Al Tashi Planning Department 
 
 
9）アブヤン州政府 (Abyan Governorate） 

Eng. Farid A.S.Mogawar  Governor of Abyan 
 
10）灌漑改善計画 (Irrigation Improvement Project) 
 Mr. Anwer A. Kariw PIC Director 

 Eng. Abdul-Wali M. Haider  PIU Engineer, W. Tuban, Lahej 
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11）ティハマ開発公団 (Tihama Development Authority) 
 Dr. Mohammed Yahia Al-Ghashm Chairman 
 Mr. Abdul Mozhi  Director of Wadi Siham 
 
12）中央統制・監査機関 (Central Organization for Control ＆ Auditing) 

Mr. Housein Shanhk            Auditor 
Ms. Anas Al-Sharabi  Auditor 

 
13）国連食糧農業機関イエメン事務所 (Food & Agriculture Organization of the United Nations) 

 Dr. Hashim Gamal Al-Shami   Representative in Yemen 
14）世界銀行サナア事務所 (The World Bank) 

Mr.Naji Abu Hatim  Senior Rural Development Specialist 
 

15） The Tihama Trading Co. Ltd. 
Mr. R. Venkat           Asst. General Manager 
Mr. Ali Mohamad Yusuf         Branch Manager, Sana’a R.O.Y. 
 

16） Gen. Trading Partnership Co. 
Eng. Abdu Taher Al-Ahwal  Tenders & Projects Division/ Gen.Trading 
  Partnership Co. 
Mr. Abdu Sarhan Al-Ahwal Chairman of Al-Ahwal Holding Group 
 

17） El-Aghil Trading Co. 
Mr. Amin A. El-Aghil  Spare Parts Manager 

 
18） Hassan A. Jaied Trading & Industry Corp. 

Mr. Ali Ali Jaied Foreign Relations & L/C Dept. Manager 
Mr. Hassan Abdo Jaied Parliament Member 
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第２章 当該国における２ＫＲの実績、効果及びヒアリング結果 

2－1 実績 
 

｢イ｣国に対する我が国の 2KR 援助は、昭和 54 年度（1979 年度）に開始され、平成 6 年度（1994

年度）を除いて平成 13 年度（2001 年度）まで 23 年間に亘り供与されており、これまでの供与累計

額は 98.5 億円となっている。至近３カ年（1999 年度から 2001 年度）における供与合計金額は、表

2-1 に示されているとおり 17.5 億円である。「イ」国の主要食用作物であるコムギ及びオオムギ等の

穀物1、ジャガイモ、並びにマメ類の収量を増産させるため、同表のとおり、肥料、農薬、農業機械

等の調達が実施されてきた。また、｢イ｣国では農地の保全のためのワジ2修復と灌漑水の有効利用を

目的とした灌漑水路の浚渫作業が必要であることから、ブルドーザ、エクスカベータ等の建設機械も

調達されてきた。 

表 2-1 「イ」国に対する 2KR 援助実績（1999～2003 年度） 

年 度 E/N 額 調達品目カテゴリー 

1999 6.5 億円 肥料、農薬、農業機械（トラクター、作業機、コンバイン、農薬

散布器等）、防護具、建設機械、車輌 

2000 6.0 億円 農薬、農業機械（トラクター、作業機、コンバイン）、建設機械

2001 5.0 億円 農薬、農業機械（トラクター、作業機、コンバイン、農薬散布器

等）、防護具、建設機械 

2002 供与なし - 

2003 供与なし - 

累計 17.5 億円 - 

                                                       (出所：JICS) 

2－2 効果 

(1) 食糧増産面 

2KRによる直接的な食糧増産効果を定量化することは困難で、農業灌漑省の見解としても、「定量

的に示すのは非常に困難である」としている。理由としては以下の項目が挙げられる。 

① 農産物の生産には、投入財の利用の他に、気象条件や、灌漑施設の整備等他の要因が大きく影

響する。特に、気象条件については、既述のとおり、｢イ｣国は年間降水量が少なく、その変動

が農産物の生産量を大きく左右する。 

② 2KR以外にも民間ディーラー等、農業資機材の調達ルートは存在しており、2KRのみの効果を

抽出するのは非常に困難である。 

以上の理由から、農業灌漑省としては、2KR調達品目に特化した投入効果のモニタリングシステム

等が体系化されていないのが現状である。 

                                                      
1穀物にはその他、ソルガム、ミレット、トウモロコシ等が含まれる。 
2 涸れ川。｢イ｣国では、降雨の際、この涸れ川の表面を流れる水を利用して灌漑を行う。 
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しかし、農業灌漑省は「これまでの2KR援助は｢イ｣国の食糧増産に非常に役立っている」と評価し

ている。同省の説明では、｢イ｣国は年間降雨量が237mm（2002年全国平均）と乏しく、国内の灌漑

システム整備は、｢イ｣国農業の発展に必要不可欠であり、過去2KRで調達された建設機械は、この灌

漑システムの改善及び灌漑地域（耕作面積）の拡大に活用されている。また、トラクターなどの機械

を導入したことにより、農作業の機械化が促進されたこと、更にはこれら農民が賃耕サービスを行な

うことで、トラクターを購入することが出来ない農民への間接的裨益をもたらしたとしている。 

農薬及び農薬関連の機材については、特にアフリカ大陸から移動してくるバッタ等害虫の大群によ

る被害が大きな問題となっており、国家レベルでの防除活動が必要である。この防除活動のため、2KR

援助で調達された農薬及びその散布器が活用され、作物被害の低減に貢献してきたとのことである。 

また、調査の過程で農民から意見を聴取した限りにおいては、特に農業機械の導入により、従来よ

りも短期間で農作業を完了でき、また、農業機械の導入で人件費を削減することが出来た等、機械化

による農作業の効率化という面で貢献していると考えられる。 
 

(2) 外貨支援面 

表2－2に｢イ｣国の国際収支状況を示す。同表のとおり、2003年度の｢イ｣国の経常収支は、339.7百

万US$と黒字になっているものの、これは2000年度黒字の約四分の一程度に過ぎず、また貿易・サー

ビス収支は、輸入量の増加、所得収支の減少等の影響により、117.9百万US$の赤字となっている。 

また、｢イ｣国の主要輸出品目は原油及び換金作物（コーヒー等）であり、特に原油輸出額は輸出総

額の約91％(2000年)を占め、｢イ｣国の大きな外貨収入源となっているが、原油価格の変動により、外

貨収入が変動するため、経済基盤が不安定である。 

「イ」国では農業機械の国内生産を行っておらず、また他ドナーが農業機械の支援をしていないこ

とから、これら機材は全て輸入に依存しており、このような状況のなか、2KR援助による機材調達は

外貨支援としての効果があり「イ」国の外貨準備に貢献していると考えられる。 
 

        表2-2 国際収支状況（1999～2003年）    (単位：百万US$) 

                (出典:INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS JULY 2004) 

項目 1999 2000 2001 2002 2003
経常収支 358.2 1,336.6 667.1 538.2 339.7
　貿易・サービス収支 -177.6 714.2 85.1 -79.9 -117.9
　　貿易収支 357.8 1,312.8 766.4 688.7 584.1
　　　輸出 2,478.3 3,797.2 3,366.9 3,620.7 4,012.2
　　　輸入 -2,120.5 -2,484.4 -2,600.4 -2,932.0 -3,428.1
　　サービス収支 -535.5 -598.5 -681.4 -768.6 -702.1
　所得収支 -695.6 -777.1 -690.9 -765.6 -909.4
　経常移転収支 1,231.4 1,399.5 1,273.0 1,383.7 1,367.1
資本収支 -413.6 -37.3 -4.0 -156.8 -146.2
 投資収支 -415.1 -376.2 -53.5 -156.8 -151.7
　　直接投資 -307.6 6.4 155.1 114.3 -89.1
　　証券投資 4.1 0.1 -1.4 -5.8 -0.4
　　その他投資 -111.6 -382.7 -207.2 -265.3 -62.1
　その他資本収支 1.5 338.9 49.5 0.0 5.5
総合収支 -55.4 1,299.3 663.1 381.4 193.5
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(3) 財政支援面 

「イ」国における2004年度の国家予算は約6,811億リアルであり、このうちの約151億リアルが農業

灌漑省に配分されている。同省の至近三年度（2002～2004年度）の予算および同期間の2KRの見返り

資金の積立金額を表2-3に示す。同表のとおり、2KRによる見返り資金の積立平均額は農業灌漑省の3

年間平均予算額と比較すると、同予算額の僅か約0.48%に過ぎない。 

同見返り資金については、農業灌漑省はこれまで、同省主導で各地方政府との協力のもと、日本政

府との協議を経て、農業普及事務所の設立、灌漑水門の設置等農業開発プロジェクトの実施に同資金

を活用している。1998年からこれまでの間に約240百万リアル、年平均では約34百万リアルがこのよ

うなプロジェクトに活用されており、これは同省のプロジェクト予算（過去3年平均）の約0.55%に

あたる。なお、見返り資金を活用したプロジェクトは後述の｢イ｣国の農業開発計画に基づき策定され、

農業灌漑省による農業開発プロジェクトとは別に実施されている。 

以上のとおり、2KRの見返り資金は対農業灌漑省予算比では僅かな額ではあるものの、同省の予算

内で実行出来ない農業開発プロジェクト推進の役割を担っており、財政支援としてその効果を少なか

らず確認できる。 

表 2-3 「イ」国農業灌漑省の予算       

年度 2002 年 2003 年 2004 年 平均(2002-2004 年)
予算（x1,000 ﾘｱﾙ）*a 

 うち 人件費（給与）（x1,000 ﾘｱﾙ） 

    ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｺｽﾄ（x1,000 ﾘｱﾙ） 

    地方事務所維持費（x1,000 ﾘｱﾙ） 

7,608,144

2,181,990

4,198,030

1,228,124

14,186,498

2,377,287

7,171,211

4,638,000

15,136,371

2,702,709

7,238,412

5,195,250

12,310,338

2,420,662

6,202,551

3,687,125

US ドル換算額 43,973,000 81,126,000 85,856,000 70,318,000

年度 1999 年 2000 年 2001 年 平均(2002-2004 年) 

見返り資金積立額3（リアル）*b 72,745,175 34,074,814 71,790,898 59,536,962

US ドル換算額4 453,072 206,301 423,620 360,998

対農業灌漑省予算 *b/a － － － 0.48%

（出所：農業灌漑省） 

2－3 ヒアリング結果 

今般の現地調査において各関係機関に対して主に「2KR に対する評価」につき聞き取り調査を行

った結果は、以下のとおりである。 

 

2－3－1 日本側（在イエメン日本国大使館） 

過去に 2KR で調達された機材は整備等が行き届き、10 年以上前に調達された機材が現在でも活用

されている。また、資機材調達に対する｢イ｣国側からの感謝の意も日本側に伝わっているため、｢イ｣

                                                      
3 平成 16 年 8 月 31 日現在の中央銀行への積立累計額。 
4 為替レート 1999 年度: 1 ﾄﾞﾙ＝160.56 ﾘｱﾙ  2000 年度: 1 ﾄﾞﾙ＝165.17 ﾘｱﾙ  2001 年度: 1 ﾄﾞﾙ＝169.47 ﾘｱﾙ 
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国の被援助国側としての姿勢を評価する。 

2KR を取り巻く環境は厳しい状況にあることは理解するものの、｢イ｣国における農業の重要性に

鑑みれば、同国の 2KR 再開への期待は非常に大きい。日本の同国への農業分野の支援は、従来から

2KR のみである。 

 

2－3－2 農業灌漑省（MAI: Ministry of Agriculture and Irrigation） 

これまでの 2KR 支援は｢イ｣国の食糧の増産に非常に役立っている。｢イ｣国においては人口の 60～

70％を農民が占めており、2KR は｢イ｣国農民への直接的な支援となる。特に、大規模な病害虫発生

時の国家防除活動を展開するためのスプレーヤーの供給、主要食用作物であるコムギ増産のための農

業資機材は必要不可欠である。 

見返り資金を活用し、農業普及事務所の設立、灌漑水門の設置等農業プロジェクト等が実施され、

｢イ｣国の農業環境の改善に大きく貢献し、地方の小規模農家レベルまで裨益している。 

日本政府が 2KR での農薬供与を中止する方針は理解し、今後、同部署の活動に必要となる農薬は

独自の予算（農業灌漑省）にて手当てする。ただし、途上国においては急激な人口の増加に対応する

食糧の増産が急務となっている一方で、国境を超えて襲来する害虫による被害も発生していることか

ら、農薬の使用は避けて通れないのが現状である。 

農薬の害についても充分認識しており、農薬の規制も行っている。農薬法（Pesticide Law）が施行

されたことによって、これまで｢イ｣国内で販売されていた農薬は 600 種類から 250 種類に減少した。

このように｢イ｣国内では、農薬の取扱に関し規制を強化しつつある。 

 

2－3－3 資機材販売機関 

(1) 2KR における位置付け 

今回ヒアリングを行った 2KR資機材の国内販売機関の 2KR における具体的な位置付けを以下に示

す。 

① 農業協同組合信用銀行（CACB: Cooperative ＆ Agricultural Credit Bank） 

農業灌漑省の委託を受け、2KR で調達された販売向けの資機材を直接又は農業協同組合を通じて

農民に販売する。 

資機材の販売によって、購入者から回収された代金を一旦保管し、17.5％のコミッション（倉庫、

輸送代金）を差し引いた上で、年末の 12 月に一括して、イエメン中央銀行に見返り資金として入金

する。 

 

② 農業サービス公社（PCAS: Public Corporation for Agricultural Services） 

農業灌漑省の監督下で設立された機関で、現在は民営化されている。主な活動は農業資機材の輸入、

販売である。1997 年までは 2KR 資機材の農民への販売の役割を担っていたが、2001 年に同機関が民

営化されたことに伴い、1998 年以降は CACB にその役割が引き継がれた。以降は、刈り取り機及び

脱穀機等、CACB では販売が困難で、農業サービス公社の販売網及び販売ノウハウを利用すべきだと

農業灌漑省が判断した 2KR 資機材について、農民への販売を行っている。 
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③ 農業協同組合 農業資機材部  (Agricultural Cooperative Union, GCAAI: General Cooperative 

Association for Agricultural Inputs)  

農業協同組合連合が 1997 年に設立した機関で、農協の組合員に対し、農業資機材の販売等を行っ

ており、2KR の一部機材は CACB から委託され GCAAI が農民へ販売している。 

資機材の販売によって、購入者から回収された代金を一旦保管し、5％の運営経費（倉庫、輸送代

金）を差し引いた上で、CACB に見返り資金として送金する。 

 

(2)  2KR に対する評価・要望 

2KR 継続に対する強い希望を表しつつも、上記 3 機関からは、以下のとおり、2KR の調達価格に

対する評価及び入札条件（原産国、スペアパーツ）に関する要望事項が上げられた。 

・ 2KR 資機材の調達・販売価格が高い 

（上記 3 機関共通の意見） 

2KR の入札の結果、サプライヤーから調達（購入）する金額が、国内市場価格と比較し高い。 

（CACB 及び GCAAI の意見） 

この調達金額が高いため、見返り資金の積立を確保するために、国内での販売価格も農民の購買

力と比較し高く設定せざるを得ず、そのために販売が困難になる場合がある（売れ残り在庫の詳

細については、第 4 章「（３）販売後のフォローアップ体制」を参照）。 
 

注）販売価格の設定方法について 

販売価格については、農業灌漑省、計画省、財務省、CACB、農業協同組合からなる委員会で決

定されることになっている。「基本的に国内市場価格よりも 25％程度低い価格に設定しているが、

国内市場にあまり普及していない 1 部の品目は補助金を付けて 2KR 調達金額よりも 25～30％低

い価格に設定している」との説明があった。 
 

・ 原産国を日本に限定して欲しい。 

日本製の農業機械はその性能の高さから非常に高く評価されており、国内の普及率が高い。従っ

て、日本製品のスペアパーツの在庫も国内に多く、修理・メンテナンスが容易である。 
 

・ スペアパーツの割合を少なくして欲しい。 

2KR で調達したスペアパーツは在庫として余ってしまっている。スペアパーツは必要時いつでも

｢イ｣国内で入手可能であり、2KR での調達時に一括して大量に調達する必要はない。 

 

(3) スペアパーツの供給体制についての GCAAI の見解とアフターセールスサービス代理店の見解 

2001 年度に調達された日本製の乗用トラクター及び耕うん機に関し、スペアパーツの供給に時間

を要するため、数台が在庫として売れ残ってしまっているという問題が GCAAI から上げられた。 

これら機材については、契約上のアフターセールスサービスの代理店にスペアパーツの供給を求め

ても、イエメン国内には在庫がなく、海外のメーカーから取り寄せる必要があり、代金支払い後 2～

3ヶ月は時間を要する状況である。これでは、農民は、必要な耕作時期に農機を使う機会を逃してし
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まうとのことであった。 

これに対し、上記のアフターセールスサービスの代理店である Gen. Trading Partnership Co.に

ヒアリングを行った結果、彼らの説明は GCAAI と異なっていた。 

同代理店によると、スペアパーツの調達に数ヶ月の期間を要したことの事実関係は、トラクター購

入者から提示されたスパアパーツの番号に誤りがあったために、一度日本から届いたスペアパーツを

日本に返品し、再度、発注したためにその供給に時間を要したものと理解する。通常であれば、注文

から納品まで 3～4 週間（空送）で供給できるとのことであった。 

また、トラクターの代理店としてスペアパーツを常備することについては、GCAAI から消耗し易く

調達頻度が高いパーツをリストアップし提示してもらうことにより、同社としてはそれらのスペアパ

ーツを常備し、供給することは可能であると説明があった。 
 
 

2－3－4 資機材のエンドユーザー（政府関連機関） 

政府関連機関の資機材のエンドユーザーにヒアリングを行った結果を以下に示す。なお、本項目に

ついては、その活動の特色から 2KR の評価の視点がそれぞれ異なるため、各機関ごとにヒアリング

結果を示した。 
 

① 種子増殖公社（General Seed Multiplication Corporation） 

(2KR における位置付け) 

1997 年に設立された独立採算の機関（本部ダマール州）で、優良種子の増殖、普及活動により、

穀物及び豆類等の増産に努めている。平成 12 年度（2000 年度）及び平成 13 年度（2001 年度）の 2KR

で調達したコンバイン（各 3 台、2 台）は附属農場での収穫作業に使用される他、同公社の契約種子

栽培農家へのハイヤリングサービスに供されている。また、それ以前にも、クボタ製のコンバイン（3

台）、トラクター等を 2KR で調達している。 

リースサービスの料金は一時間 4,000 リアルで、この料金は種子公社がハイヤリングサービスを使

用した契約栽培農家から種子を買い取る際に、代金から差し引かれるシステムとなっている。このハ

イヤリングサービスによって回収した資金は、種子公社と農業灌漑省との機械の貸与契約に基づき、

見返り資金として農業灌漑省を経由してイエメン中央銀行に入金している。なお、調査時においては

同公社と農業灌漑省の間で交わされている契約を入手することが出来なかったが、同省から入手した

2001 年度調達のコンバインの見返り資金回収見込み額は 2 台分で 19,551,000 リアルとなっているこ

とから、この金額が前述の契約金額となっているものと推測される。前述の額 19,551,000 リアルにつ

いては、同機材の調達 FOB 金額（5,578,100 円/台）2 台分におおよそ相当することから、見返り資金

の回収設定額としては妥当な額といえる。また、同額は約 4,890 時間のハイヤリングサービスによっ

て回収することが可能となっており、これをコンバイン 1 台あたりの稼動日数（8 時間/日と仮定した

場合）に換算すると、計算上は約 306 日のハイヤリングサービスで見返り資金の回収が可能となる。  

(2KR に対する評価・提言) 

同公社による品種改良の結果、コムギの単収が全国平均の 1.4 トン/ha 程度に対し、2KR 資機材の

支援を得て公社の試験場で 7 トン/ha、同公社の種子を活用した農民で 4～5 トン/ha まで伸びるとい
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う結果を得た。 

1 部コンバインのスペアパーツにつき、消耗の激しいパーツがもうすでに在庫切れとなり、保守管

理のペースが遅れている。契約時にこれらパーツを多く購入すべきであった。 

日本政府の許可を得て、見返り資金を活用し、同公社向け種子及び肥料用の倉庫を建設することが

決定したことに非常に感謝している。すでに本プロジェクトの請負業者選定のため入札公示が行われ

ている。 
 
② アブヤン州政府（Abyan Governorate） 

（2KR における位置付け） 

過去 2KR で調達された建設機械（ブルドーザ、エクスカベータ、ホイールローダ）を州内の灌漑

水路に配備し、主にワジ（涸れ川）・灌漑水路の底に溜まった土砂の浚渫、洪水によって決壊したワ

ジの修復等に利用している。 

(2KR に対する評価・提言) 

同デルタ地帯のワジはこれまで幾度となく洪水の被害に見舞われ、農地及びデルタの住民に甚大な

被害を与えてきたが、同州灌漑局がワジの浚渫及び洪水で決壊した堤防の修復を行うなどの治水工事

を行うことで、その被害は次第に縮小されている。 

同州では主にメイズ、ソルガム、ミレット、果物を栽培しているが、これら建設機械を利用して灌

漑水路を整備した結果、水の損失が低減され、耕地、生産量の拡大にもつながった。例えば、州の耕

地面積は 80,000 feddan5 (33,600 ha) から 100,000 feddan (42,000 ha)に拡大することが実現した。 

アブヤン州の全 800km にわたる灌漑水路の各要所に水門を建設するプロジェクトが見返り資金を

利用して行われている。この水門の設置により、水のコントロール、特に洪水時の排水コントロール

が容易になって、同デルタ地区の農業生産に大きく貢献しているため、見返り資金が利用できること

に感謝する。現在は、その第三段階のプロジェクトが開始されたところであり、これが完了すれば、

水路全域に水門が設置される。 

水資源の限られた｢イ｣国では、灌漑水路の整備は、農業を営むに必要不可欠であり、その面におい

ては、建設機械は農業機械に含まれるものと考えている。 
 

③ 灌漑改善計画（Irrigation Improvement Project） 

(2KR における位置付け) 

IDA によるプロジェクトで、灌漑システムの改善を目的として活動しており、ワジ・トゥバンの操

業・維持ユニットでは、ラヒ州内 16 のコミュニティーの協力の下、灌漑水路の整備、灌漑システム

改善のアイデア等の提案をしている。過去 2KR では、ブルドーザを 3 台、エクスカベータを 2 台、

ホイールローダを 1 台調達しており、ワジの整備に使用している。 

(2KR に対する評価・提言) 

日本の支援に感謝している。各建設機械には、日本の協力マークが付されているほか、現地人にも

日本からの援助であることが分かるよう、アラビア語で「友人である日本政府からの贈り物」と車体

                                                      
5 1feddan は 4,200 ㎡。 
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にペイントしている。 

平成 11 年度（1999 年度）の 2KR で調達されたブルドーザ（CATD6RXR）のホイール部分は設計

上オイルが注入できないようになっており、このため、メンテナンスが困難である。また、本ブルド

ーザは到着後、3 カ月で使用不能となり、修理のために代理店へ連絡をとって技術者を派遣してもら

ったが、結局、修理できずに現在に至っている。 

 

2－3－5 資機材のエンドユーザー（一般農家） 

(1) 農家による 2KR 資機材の購入・使用状況 

今回の調査で、2KR 資機材の購入及び使用状況に関し、｢イ｣国の農家にヒアリングを行った結果を

下表に示す。購入資機材はトラクターと補助作業機という組み合わせが多く、1,500,000～3,000,000

リアルを分割もしくは現金一括で支払っている。 

農機の使用方法に関しては、所有する農場で使用している農家もあれば、他の農民へ 500～700 リ

アル/時間でリースしている場合もある。｢イ｣国では年中作物の栽培・収穫が行われるため、通常、

機械の所有者は自分が所有する耕地での利用が終了すれば他の比較的購買力の低い農民へのリース

を行っているとのことである。 

 

表 2-4 農家の 2KR 資機材の購入・使用状況 

 Abyan 州の農家 Lahej 州の農家 Hodeidah 州の農家 

① 

Hodeidah 州の農家

② 

購入資機材 ・トラクター 

・補助作業機 5種 

・トラクター 

・補助作業機 5種 

・トラクター 

・補助作業機 5種 

・トラクター 

・補助作業機 4種 

購入ルート 農業協同組合 農業協同組合 農業協同組合 農業協同組合 

購入価格 2,500,000 リアル 2,500,000 リアル 3,000,000 リアル 1,500,000 リアル 

支払方法 分割払い 

 (800,000 リアルを前払

い、その後 100,000 リア

ルを月々分割払い) 

分割払い 

（800,000 リアルを前払

い、その後 140,000 リア

ルを月々分割払い） 

現金一括払い 現金一括払い 

使用方法 他農民へリース 

（料金: 700 リアル/時

間） 

所有農場 (20ha)で 

使用 

他農民へリース 

（料金は 500～700 リアル/ 

時間） 

自らは 0.8ha の農場を所有 

所有農場(0.8ha)で使用

 

(2) 2KR に対する評価 

農民の 2KR に対する意見は、集約すると以下のとおりであった。 

・ 購入金額：2KR 機材の購入金額は市場価格の 6 割程度であるという意見もあれば、1.5 倍もかか

り非常に高いとの意見もあり、個人差が見られた。 

・ 機材のメンテナンス：スペアパーツの価格が高く、別の州まで購入しに出掛けなければならない
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ため、入手が困難であるとの意見もあれば、農業協同組合に連絡すれば、技術者を派遣してもら

え、スペアパーツの供給も可能であるとの意見もあり、個人差が見られた。 

・ 資機材の導入による効果：機材の導入で、作業効率が向上し、従来よりも短期間で農作業を完了

することができるようになった、トラクター等の農業機械が導入されたことで、多くの農作業者

を雇う必要がなくなり、人件費が節約されたと肯定的なコメントが多かった。 

 

 

2－3－6 国際援助機関 

(1) 活動内容 

 今回ヒアリングを行った国際援助機関の活動内容等を以下に示す。 

① 国連食糧農業機関 (FAO: Food & Agriculture Organization of the United Nations) 

同機関は｢イ｣国に技術協力を中心に行っており、2KR のような機材供与は行っていない。農業分

野の協力では、これまで砂漠バッタ防除等に関する技術的アドバイスを｢イ｣国に対して行っている。

また、2004 年には農業灌漑省との協力のもと、「国家食糧安全保障情報及び貧困マップシステム」の

作成に技術支援を行っている。 

②世銀 (The World Bank Office in Sana’a)  

同機関は 1972 年から｢イ｣国で活動を開始し、現在までに融資総額は 1.5 億 US$に達しており、こ

のうち約 1/3 が農業分野への融資である。現在、進行中のプロジェクトは 20 のプロジェクトで、農

業、道路、教育、水分野とその対象は多岐に渡っている。 

農業は、今まで最も重要な分野として位置付けられていたが、最近ではその優先順位が下降してい

る。理由は、従来農村の道路整備などは農村開発の一環として農業プロジェクトに組み込まれていた

が、最近では公共事業省の出先機関が地方に整備されたため、これらは公共事業省案件として扱われ

るようになったためである。しかし、依然として、世銀は農業分野を「イ」国における重要分野とし

て位置付けていることには変わりはない。農村の開発に関しては、単に農業生産の向上だけではなく、

農村における教育レベルの向上（識字率の向上）及び生活基盤（道路など）の整備への更なる支援が

必要と考えている。 
 

(2) 2KR に対する評価・提言 

 下表 2-5 のとおり、各機関の 2KR に対する評価が上げられた。2KR 援助のシステムの改善に関し、

厳しい評価も述べられたが、いずれの機関も農業国である｢イ｣国における 2KR 支援の重要性につい

ては理解していることを確認した。 
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表 2-5 国際援助機関の 2KR 援助に対する評価 

機関名 評価 評価の根拠 

FAO 2KR のような機材供与は｢イ｣

国農業の発展にとって重要で

あるが、それだけでは十分で

はない。 

機材供与と合わせ、優良品種の普及、灌漑技術の普及や栽培に関す

る適切な技術指導等が必要である。農民への技術的支援・指導は、農

業灌漑省を通じて現在も行われているが、十分有効であるとは考えら

れない。 

機材の供与は、イエメンの根本的な農業における課題･問題を十分認

識した上で、より包括的な視野に基づきその必要性、妥当性の判断が

行われるべきである。 

世銀 2KR は少なからず農業生産の

向上はもとより、住民の生活

向上に寄与している。 

｢イ｣国は人口の大部分が農業に従事しており、また、農村人口の大

部分が貧困層に属していることから、農業分野への支援のニーズは極

めて大きい。 

 

 また、2KR 援助との連携に関し、次のようなコメントが上げられた。特に、FAO からは、2KR と

の積極的な連携の具体的な提案も受けた。 

 

(FAO) 

 2KR との連携には、以下の 3 つの手段が考えられる。 

a. ドナー国の資金供与又は特定ファンドを使用し、技術協力に関する一連のプロジェクトを策定し、

これを FAO が一括して引き受ける（オランダとの灌漑プロジェクトで実際に採用されているシス

テム）。この技術協力プロジェクトの枠組みで、2KR で供与された機材に対しても適切な技術指導

を行う。 

b. 供与された無償資金の一部で、調達した資機材の技術協力を｢イ｣国政府が FAO に委託する。 

c. FAO が独自の予算にて技術的アドバイスを 2KR 資機材の供与対象者に行う。 

 

(世銀) 

2KR を世銀の地方開発のプロジェクトに組み込むことも可能であり、もし実現すれば、世銀がモ

ニタリングと評価も行う。 

 

2－3－7 国内の民間農業資機材ディーラー 

(1) 活動内容 

今回ヒアリングを行った、国内の民間農業資機材ディーラーの活動内容等を以下に示す。 

① The Tihama Trading Co. Ltd.  

ホデイダに本社を置き、イエメン全土に 5 つの支店を持つ民間ディーラーで、建設機械、自動車、

トラクター等を扱っており、年間売上は US$ 4,000 万（建設機械、トラクターのみの売上数値）であ

る。主な顧客は、農業灌漑省、公共事業省、石油会社、工場、及び一般農民である。 
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② Gen. Trading Partnership Co.  

1962 年に設立された｢イ｣国内有数の民間貿易会社で、農薬噴霧器、灌漑ポンプなどの農業機械、

更には肥料や農薬などの農業生産資材、及び自動車の輸入販売を行っている。 

トーメンが 2KR で調達しイエメンの農業灌漑省に納入した資機材の現地代理店として、具体的に

は農薬散布機（1999 年）、トラクター（2000 年）、農薬（2001 年）、コンバイン（2001 年）の取扱を

行っている。 

 

③ El-Aghil Trading Co.  

1947 年に設立された会社で、2004 年 9 月現在で年間総売上が約 8 百万 US$の｢イ｣国内有数の民間

貿易会社で、農薬、農薬散布機、トラクター、ポンプなどの農業生産資機材の他、車輌、建設機械、

発電機、エンジン等を扱っている。 

 

④ Hassan A.Jaied Trading & Industry Corp. 

1980 年に設立され、2004 年 9 月現在で年間総売上 25 百万 US$の「イ」国内有数の民間貿易会社で

ある。主な取扱品目は発電機、エンジン、ポンプ、船舶エンジンの他、トラクターなどの農業機械の

輸入販売を行っている。 

 

 (2) 2KR に対する評価・要望 

① 2KR の国内市場への影響 

各ディーラーの 2KR の国内市場に対する影響に関し、聞き取りを行った結果は下表 2-6 のとおり

である。いずれのディーラーも「2KR の国内市場に対する負の影響はない」とコメントしており、

むしろ、｢イ｣国の貧困農民の支援に繋がるならば 2KR を歓迎する姿勢であることを確認した。 

 

表 2-6 2KR の国内市場への影響に対する民間ディーラーの評価 

ディーラー名 2KR の国内市場への影響

に対する評価 

評価の根拠 

The Tihama 

Trading Co. Ltd. 

同社の営業活動を阻害する

ような負の影響は全く見られ

ない。 

農民が 2KR の農業機材を購入したとしても、まだ、そのスペ

アパーツの供給で、同社が販売利益を得ることは可能である。

さらに、同社の扱う Massey Ferguson 製のトラクターは｢イ｣国内

で非常に評判が良く、また同社は無料メンテナンス等、アフタ

ーセールスサービスの質の高さをセールスポイントとしてお

り、固定客層を捕えているため、2KR とは差別化されている。

Gen. Trading 

Partnership Co. 

一般市場の健全な活動や市

場原理を乱すことは無い。 

2KR で調達した資機材の数量はイエメン全体の需要量と販売

量から見れば少ない。 

El-Aghil Trading 

Co. 

民間の市場には大きな影響

は無い。 

2KR にて調達される機材は数量が少ない。 

 

＊Hassan A.Jaied Trading & Industry Corp からは関連事項に対するコメントがなかった。 
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② 2KR に対する要望 

以下のとおり、2KR の入札条件（評価方法、原産国、仕様）に関する要望事項が上げられた。 

 

（The Tihama Trading Co. Ltd.） 

・ アフターセールスサービスの質等も評価基準に導入して欲しい。 

同社はアフターセールスサービスの質の高さを自負しており、販売した機材のメンテナンスは

無料で行う。またスペアパーツの供給体制も充実しており、アデンには Duty Free のスペアパ

ーツ販売倉庫を設けている。同社が 2KR 援助でアフターセールスサービスの代理店として関わ

るならば、その質の高さを強みとすることが出来る。 

・ 製品の原産国にいわゆる第三諸国（トルコ、ブラジル等）を加えて欲しい。 

近年は人件費の節約のため、どの製品メーカーもこれらの国々に工場を設立し生産を行うのが

一般的となっている。これら製品は比較的廉価である一方、製品の質は DAC 諸国等で製造さ

れているものと何ら遜色ない。同様のアドバイスは世銀に対しても行っている。 

 

（Hassan A.Jaied Trading & Industry Corp.） 

・ 国内で普及しているモデルのトラクターを調達して欲しい。 

｢イ｣国内で普及していないトラクターが調達されることがあり、その場合にはアフターセー

ルスサービスに支障がでる可能性がある。 

 ・ 国内需要（トラクター）の殆どが 70-90HP であることに配慮して欲しい。 
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第 3 章  当該国における 2KR のニーズ 

3－1 農業セクターの概況 

 

(1) 農業セクターの開発計画及び 2KR の位置付け 
1）国家開発計画 

｢イ｣国は、1990年の南北統一後は、統一による財政負担の増加に加えて、湾岸危機以後の湾岸産油

国からの財政援助停止、また1994年に勃発した内戦により国内経済に大打撃を受けた。内戦後、債務

超過に窮した｢イ｣国は、1995年よりIMFの構造調整プログラムを受け入れ経済状況の改善に努めるに

あたり、国家レベルでの行財政・経済の具体的改革方策として、農業、製造業等の発展に重点を置い

た「第一次国家開発5カ年計画」（1996-2000）を策定した。 

しかし、農業を重点課題に掲げつつも、乏しい降雨量等、作物生産における悪条件、また3.4％と

いう高い人口増加率（2002年推計：CIA）による主要食糧作物に対する国内消費需要の増加等の要因

により、依然、国内の食糧不足は解消されておらず、多くを輸入に依存している。FAOの統計書

（FAOSTAT database-Agricultural & Food Trade 8 January 2004）によれば、同国の食糧輸入依存率は

22.87%（2002年時点）となっている。そのため、国内食糧事情の改善は現在も｢イ｣国にとって重要

な課題となっている。 

｢イ｣国が上記国家計画に続き策定した、現在の「第二次国家開発 5 カ年計画」(2001-2005)の中でも

農業分野の発展を重視し、特に農業分野の達成課題として、以下の 2 点を掲げている。 
① 農業生産量の 6％増加 
＊耕地面積及び農業生産量の増加により、国家食糧安全保障レベルの向上、農業作物の輸出増加を図

る。 
② 農家収入の向上 
＊地方の労働者の貧困削減・失業率の引き下げを図る。また、植物防疫による農業害虫・病害をコン

トロールできる環境の整備された耕地に、農民が移住することを奨励する。 
 
以上の課題を達成するため、同計画では、以下の 5 点を重視している。 

① 農業機械化の促進 
② 近代的な新農法の奨励 
③ 農業資機材の販売、農業普及活動及び畜産等に関するサービスの供給 
④ 近代灌漑農法及びその他の効率的な灌漑システム導入の促進 
⑤ 小規模ダム、治水ダム、及び灌漑水路建設の促進 
 特に、｢イ｣国は機械化による農業効率化を推進することで、主要食用作物の国内生産量の増加を目

指している。 
 
2）農業開発計画 
上記の国家開発計画を受け、別途｢イ｣国は「農業開発５ｶ年計画」(2001-2005)を策定し、各地方の

生産力増強と自給率の向上によって国民生活の安定を図っている。同計画では、主に以下のような目
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標が掲げられている。 
① 国内の食糧安全保障レベルの向上 
② 地方の貧困回避の支援 
③ 人口増加率を上回る農業分野での持続的成長の実現 
 
そして、以上の目標を達成するにあたり、同計画では次の点を重視している。 

① 機械化による生産性の向上 
② 可耕地の拡大 
③ 環境保護に配慮した病虫害対策を基本とする農作物生産増強計画 
以上のように、ここでも、国家開発計画と同様に、機械化による農業効率化の推進により、農業分

野の成長及び食糧事情の改善を目指している。 
 
以上のとおり、｢イ｣国は機械化による農業の効率化を推進しており、上記計画に基づき、農業灌漑

省は、国内農業発展のための活動を行っている。同省は 2KR 援助による農業機械の導入による効果

として、耕地面積の拡大とそれによる食糧生産量の増加、地方の貧困削減を掲げており、2KR 援助

は、同省の活動、すなわち、同国の農業政策推進を支援するものである。 
 

(2)  食糧生産・流通状況 

「イ」国の地勢・気候は変化に富むため、穀類の他、多様な野菜、果樹等の栽培が可能である。 

紅海沿岸に位置するティハマ平原と南部の海岸平坦地は熱帯に属し、年平均気温は32℃であるが、

気温の年格差が大きい。年間降雨量は上限で400㎜程度であり、熱帯とはいえ降雨量はそれほど多く

ない。ティハマ平原の中心都市ホデイダ付近は山間部の降雨を堰き止めた水を使用し、国内でも有数

の穀類、野菜、果樹生産地帯である。 

  次頁図3-1に｢イ｣国の標高図を示す。ティハマ平原の東側は丘陵・山岳地帯に接し、標高200mか

ら1,500mまで西部丘陵地帯、そして標高1,500mを超える中央高原地帯（首都サナアは標高約2,300m）

と続く。これらの地帯は熱帯・亜熱帯及び温帯に属し、年間降雨量は300mmから1,200mm程度と比較

的多く、サナア付近も主要な穀類、野菜、果樹生産地帯となっている。 

一方、東部は緩やかな傾斜の北東部・東部砂漠高原地帯で、年間降雨量60mmから200mm程度の乾

燥地帯である。 
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図3－1 標高図 

（出典:ｲｴﾒﾝ国平成14年度食糧増産援助計画調査報告書） 

  

 

｢イ｣国は西部丘陵地帯、中央高原地帯の一部を除き基本的に乾燥地帯であり、農業は降雨量に大き

く依存している。乾燥地の農業事情を改善するため、同国は、灌漑事業を実施するとともに、ワジに

小規模ダムを建設するなど灌漑システムの改善や拡充を図っている。このため多くの農場がワジの周

辺に位置する傾向がある。 

｢イ｣国における代表的な乾燥地農業の成功例として、ティハマ平原の農業が上げられる。ティハマ

平原は紅海の東側に位置し、幅30～60km、長さ400km、総面積約2百万haの広さを有するが、降雨量

の上限が400ｍｍと少ない上に降雨の時期や場所に規則性がないため、｢イ｣国で水の確保が最も重要

な課題となっている地域である。しかし、1986年に完成させたマリブ（Ma’rib）のダムにより、灌漑

システムの改善が図られてきた。同地域ではソルガム、ミレット、トウモロコシが栽培されているが、

灌漑システムの改善がこれら穀物の増産に貢献し、特にミレットに関しては2003年で｢イ｣国総生産量

の約80%（31,720MT）を占めるに至っている。 

｢イ｣国は全般的に乾燥気候であるが、中央高原地帯の年間降水量は800mm以上になることもある。

そのため、高原地帯から低地に流れる雨水が洪水となり、低地の農地に毎年甚大な被害を与えている。

このため｢イ｣国では、農地の保全を目的として、ブルドーザ等の建設機械を利用し、ワジに堆積した

土砂を浚渫し水路を確保する整備事業を行っている。 

 ｢イ｣国における主食はコムギであり、ホッピィ（同国独特の薄焼きパン）の主原料である。オオ
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ムギ、トウモロコシ、ソルガム、ミレット及びジャガイモも準主食として食されている。また、ソル

ガム、ミレットは青刈りで畜産飼料として山羊、鶏、牛等の蛋白源ともなっている。次頁以降、表3-1

に主要作物の栽培面積、表3-2（23頁）に単位面積あたりの収量（以下単収）、表3-3（23頁）に生産

量を示す。これによると、過去5年間で作物ごとに変動があるが、2002年から2003年にかけては、ジ

ャガイモを除くどの作物も栽培面積、単収及び生産量のすべてが減少している。 

先に説明したように、基本的に自然の降雨に大きく依存する粗放農業で、生産高はその年の降雨量

に大きく影響される。そのため「イ」国は近年、ダム建設による潅漑等近代農法の導入・普及に努力

を払っている。しかし、そうした改善にも限界があり、近年の全般的な降雨量不足が、栽培面積及び

単収双方の減少を招く大きな要因となってしまい、結果、生産量の減少に至っている。なお、参考ま

でに「イ」国の主要都市における過去4年間（1999～2003年まで）の降雨量のデータを表3-4に示す。 

 

表3-1 主要作物の栽培面積 

（単位：ha） 

(出典：｢Agricultural Statistics Year Book 2003｣ 農業灌漑省)  
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1999年 367,506 86,112 102,045 31,857 36,795 624,315 51,079 16,675

2000年 359,632 87,334 103,316 32,226 37,075 619,583 51,450 17,000

2001年 379,330 94,371 107,951 34,941 41,278 657,871 52,679 17,325

2002年 330,980 89,370 100,191 32,415 40,112 593,068 49,612 17,627

2003年 321,051 88,650 99,254 32,091 39,309 580,355 49,612 17,664

ｿﾙｶﾞﾑ ｺﾑｷﾞ ﾐﾚｯﾄ ﾄｳﾓﾛｺｼ ｵｵﾑｷﾞ 穀物計 ﾏﾒ類 ｼﾞｬｶﾞｲﾓ
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表3-2 主要作物の単収 

(単位：kg/ha) 

（単位：kg/ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典：｢Agricultural Statistics Year Book 2003｣ 農業灌漑省) 

 

表3-3 主要作物の生産量 

（単位：ｔ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (出典：｢Agricultural Statistics Year Book 2003｣ 農業灌漑省) 
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1999年 1,086 1,621 637 1,478 1,164 1,111 1,257 12,661

2000年 1,043 1,625 632 1,478 1,144 1,085 1,226 12,378

2001年 1,008 1,619 635 1,442 1,114 1,064 1,256 12,040

2002年 874 1,474 577 1,270 991 944 1,220 11,957

2003年 811 1,397 542 1,257 951 889 1,220 12,529

ｿﾙｶﾞﾑ ｺﾑｷﾞ ﾐﾚｯﾄ ﾄｳﾓﾛｺｼ ｵｵﾑｷﾞ 穀物計 ﾏﾒ類 ｼﾞｬｶﾞｲﾓ
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1999年 399,208 139,563 65,032 47,077 42,833 693,713 64,219 211,121

2000年 375,009 141,884 65,291 47,625 42,428 672,237 63,080 210,424

2001年 382,495 152,742 68,554 50,373 45,977 700,141 64,033 208,597

2002年 289,296 131,733 57,809 41,169 39,753 559,760 60,541 210,769

2003年 260,366 123,829 53,762 40,346 37,368 515,671 60,541 221,307

ｿﾙｶﾞﾑ ｺﾑｷﾞ ﾐﾚｯﾄ ﾄｳﾓﾛｺｼ ｵｵﾑｷﾞ 穀物計 ﾏﾒ類 ｼﾞｬｶﾞｲﾓ
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表3-4 「イ」国の主要都市における降水量の推移 

                                  （単位：mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

注）Dhamarの2000年、2001年のデータは無し。(出典：｢Agricultural Statistics Year Book 2003｣ 農業灌漑省)  

 

 

表3-5に主要食糧作物の需給状況を示す。これによれば、2002年はジャガイモを除く全作物を商業

ベースで輸入している。国内供給量に占める輸入量の割合が高いコムギ、トウモロコシ及びマメ類の

うち、特に主要な食糧作物であるコムギの国内生産量は、1998～2002年平均で国内供給量の約5％程

度に過ぎず、多くを輸入に依存している。また、トウモロコシの国内生産量は国内供給量の約24％

(1998～2002年平均)、マメ類の国内生産量は国内供給量の約67％(1998～2002年平均)でコムギほどで

はないが、多くを輸入している。ソルガム、ミレット、及びオオムギは比較的安定した国内供給が行

われているが、近年の人口増加率は3.44％（2004年）となっており、人口増加に伴う今後の国内にお

ける需要拡大及び旱魃・洪水等、天災の発生の可能性等を考慮すれば、安定した生産量を確保してい

るとはいえない。 

一方、ジャガイモについては、ここ数年間輸入の実績がなく、国内需要を国内生産で賄っているこ

とに加え、国内供給量との比率で約1％弱程度(1998～2002年平均)の輸出が確認されている。 
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1999年 96.8 890.0 219.5 14.0 633.0 117.4 23.9 693.3 31.2 92.0
2000年 86.3 134.6 27.8 1006.6 17.1 156.3 860.8 6.1 63.9
2001年 87.3 52.6 127.7 1507.9 68.8 64.6 810.9 13.9 301.8
2002年 66.5 239.7 201.8 22.8 556.8 75.6 18.9 1119.7 57.1 83.4
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               表3-5 主要作物の需給状況           （単位：t）             

 （出典：FAO STAT） 

 

以上のように、｢イ｣国では人口増加によりますます主要食糧作物への需要が高まる一方、生産量は

降雨量不足等、過酷な自然環境という外部要因の影響により年次変動があり、明確な増加傾向が確認

されない。このため、国内消費量の多くを輸入に依存している現状である。 
 
(3) 農業資機材の生産・流通状況 
「イ」国内では農業機械の生産は行われておらず、農業機械の調達は全て輸入に依存している。 
農業機械を輸入するルートとしては、大きく①2KR による調達（農業協同組合等民間の公益機関、

農業サービス公社等政府系の民間機関を販売口とする）及び②民間ディーラーによるコマーシャルベ

ースの輸入が存在する。民間のディーラーは、農業灌漑省を含む官公庁や一般農民向けに農業機械、

建設機械及び自動車等を主に販売するディーラーが国内に複数存在している。 
表 3-5 にトラクター（耕うん機を含むかどうかは確認できない）の保有台数及び輸入状況、次頁表

3-6 に脱穀機及び刈り取り機の輸入状況を示す。これによると、まずトラクターについては､2KR 以

ｿ ﾙ ｶ ﾞ ﾑ 1 9 9 8 4 7 4 , 0 0 0 0 0 4 7 4 , 0 0 0 0 0

1 9 9 9 3 9 9 , 0 0 0 0 0 3 9 9 , 0 0 0 0 0

2 0 0 0 3 7 5 , 0 0 0 1 , 0 0 0 0 3 7 5 , 0 0 0 0 1 , 0 0 0

2 0 0 1 3 8 2 , 0 0 0 4 , 0 0 0 0 3 8 6 , 0 0 0 0 0

2 0 0 2 2 8 9 , 0 0 0 2 , 0 0 0 0 2 9 1 , 0 0 0 0 0

ｺ ﾑ ｷ ﾞ 1 9 9 8 1 6 7 , 0 0 0 2 , 2 4 7 , 0 0 0 - 2 5 9 , 0 0 0 2 , 1 5 0 , 0 0 0 0 5 , 0 0 0

1 9 9 9 1 4 0 , 0 0 0 2 , 2 1 0 , 0 0 0 - 1 0 2 , 0 0 0 2 , 2 4 6 , 0 0 0 3 , 0 0 0 - 1 , 0 0 0

2 0 0 0 1 4 2 , 0 0 0 2 , 1 7 8 , 0 0 0 - 1 5 1 , 0 0 0 2 , 1 6 4 , 0 0 0 5 , 0 0 0 0

2 0 0 1 1 5 3 , 0 0 0 2 , 0 0 7 , 0 0 0 3 1 , 0 0 0 2 , 1 8 9 , 0 0 0 2 , 0 0 0 0

2 0 0 2 1 3 2 , 0 0 0 1 , 7 9 5 , 0 0 0 3 3 7 , 0 0 0 2 , 2 5 7 , 0 0 0 6 , 0 0 0 1 , 0 0 0

ﾐ ﾚ ｯ ﾄ 1 9 9 8 7 4 , 0 0 0 0 0 7 4 , 0 0 0 0 0

1 9 9 9 6 5 , 0 0 0 0 0 6 5 , 0 0 0 0 0

2 0 0 0 6 5 , 0 0 0 0 0 6 6 , 0 0 0 0 - 1 , 0 0 0

2 0 0 1 6 9 , 0 0 0 0 0 6 7 , 0 0 0 2 , 0 0 0 0

2 0 0 2 5 8 , 0 0 0 1 , 0 0 0 0 5 8 , 0 0 0 1 , 0 0 0 0

ﾄ ｳ ﾓ ﾛ ｺ ｼ 1 9 9 8 6 2 , 0 0 0 8 7 , 0 0 0 0 1 4 3 , 0 0 0 6 , 0 0 0 0

1 9 9 9 4 7 , 0 0 0 1 6 0 , 0 0 0 0 2 0 2 , 0 0 0 5 , 0 0 0 0

2 0 0 0 4 8 , 0 0 0 1 9 1 , 0 0 0 0 2 3 5 , 0 0 0 3 , 0 0 0 1 , 0 0 0

2 0 0 1 5 0 , 0 0 0 2 1 9 , 0 0 0 0 2 6 2 , 0 0 0 7 , 0 0 0 0

2 0 0 2 4 1 , 0 0 0 2 9 8 , 0 0 0 0 3 3 1 , 0 0 0 8 , 0 0 0 0

ｵ ｵ ﾑ ｷ ﾞ 1 9 9 8 5 6 , 0 0 0 0 0 5 7 , 0 0 0 0 - 1 , 0 0 0

1 9 9 9 4 3 , 0 0 0 1 , 0 0 0 0 4 4 , 0 0 0 0 0

2 0 0 0 4 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 0 4 4 , 0 0 0 0 0

2 0 0 1 4 6 , 0 0 0 2 , 0 0 0 0 4 8 , 0 0 0 0 0

2 0 0 2 4 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 0 4 1 , 0 0 0 0 1 , 0 0 0

穀 物 計 1 9 9 8 8 3 3 , 0 0 0 2 , 3 3 4 , 0 0 0 - 2 5 9 , 0 0 0 2 , 8 9 8 , 0 0 0 6 , 0 0 0 4 , 0 0 0

1 9 9 9 6 9 4 , 0 0 0 2 , 3 7 1 , 0 0 0 - 1 0 2 , 0 0 0 2 , 9 5 6 , 0 0 0 8 , 0 0 0 - 1 , 0 0 0

2 0 0 0 6 7 2 , 0 0 0 2 , 3 7 2 , 0 0 0 - 1 5 1 , 0 0 0 2 , 8 8 4 , 0 0 0 8 , 0 0 0 1 , 0 0 0

2 0 0 1 7 0 0 , 0 0 0 2 , 2 3 2 , 0 0 0 3 1 , 0 0 0 2 , 9 5 2 , 0 0 0 1 1 , 0 0 0 0

2 0 0 2 5 6 0 , 0 0 0 2 , 0 9 8 , 0 0 0 3 3 7 , 0 0 0 2 , 9 7 8 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 2 , 0 0 0
ﾏ ﾒ 類 1 9 9 8 7 8 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0 0 1 1 3 , 0 0 0 0 0

1 9 9 9 6 4 , 0 0 0 2 4 , 0 0 0 0 8 8 , 0 0 0 0 0
2 0 0 0 6 3 , 0 0 0 4 1 , 0 0 0 0 1 0 4 , 0 0 0 0 0
2 0 0 1 6 4 , 0 0 0 2 9 , 0 0 0 0 9 3 , 0 0 0 0 0
2 0 0 2 6 1 , 0 0 0 3 4 , 0 0 0 0 9 5 , 0 0 0 0 0

ｼ ﾞ ｬ ｶ ﾞ ｲ ﾓ 1 9 9 8 1 9 6 , 0 0 0 3 , 0 0 0 0 1 9 8 , 0 0 0 2 , 0 0 0 - 1 , 0 0 0

1 9 9 9 2 1 1 , 0 0 0 0 0 2 1 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 - 1 , 0 0 0

2 0 0 0 2 1 0 , 0 0 0 0 0 2 0 9 , 0 0 0 2 , 0 0 0 - 1 , 0 0 0
2 0 0 1 2 0 9 , 0 0 0 0 0 2 0 8 , 0 0 0 1 , 0 0 0 0
2 0 0 2 2 1 1 , 0 0 0 0 0 2 1 0 , 0 0 0 1 , 0 0 0 0

輸 出 ( E )
バ ラ ン ス

（ A + B + C - D - E )
作 物 名 期 首 在 庫 ( C )生 産 量 ( A ) 国 内 供 給 量 ( D )年 輸 入 ( B )
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外のルートから毎年 900 台前後が輸入されている。一方、2KR では特に過去三年間においては、数

十台単位で調達されており、これは上記輸入台数の 6～10％に相当し、2KR による調達数量が一定の

割合を占めていることが確認できる。また、コンバインについては前述のトラクターと比べて全体の

調達数量が少なく、2KR によって調達された数量も同様に少ないが、その割合を見ると 2KR で調達

してきたコンバインもトラクター同様、全体輸入量の 1 割に満たない割合となっている。 

 

表3-6 トラクターの保有及び輸入状況 

＊「保有台数」及び「輸入台数」内に2KR調達台数を含むかどうかは確認できない。（出典：FAOSTAT） 

 

 

表3-7 コンバインの輸入状況   

＊脱穀機と刈り取り機の内訳は確認できないが、殆どがコンバインと思われる。（出典：FAOSTAT）        

  
以上のように、｢イ｣国では、農業資機材に対する国内需要は、すべて輸入によって補充されており、

本プログラムによる農業資機材の購入の必要性が確認できる。 
 
(4) 2KR の国内市場に与える影響 
第 2 章にて既述のとおり、2KR で調達される農業機械については、民間ディーラーが独自に販売

するものとすみわけがなされており、2KR が民間市場を圧迫しているような事実は確認できない。 
民間ディーラーは、トルコ、ブラジル、CIS 等の比較的販売価格の低い機械を取り扱っているが、

2KR 調達によるものは原産国が限定されるため、比較的価格が高くなる場合があり、民間ディーラ

ーは価格面で優位性を保てる。また、2KR 調達機械と比較し、価格が高い場合においても、民間デ

ィーラーは無料のメンテナンスサービス等、アフターセールスサービスの質の高さで差別化をはかり、

固定客を惹きつけることで、競争優位を築くことが可能である。さらに、これら民間ディーラーは、

2KR の調達機材へのアフターセールスサービス等の提供に積極的に乗り出すことで、2KR からも利

年
保有台数

a

輸入台数（2KR調
達分を除く）

b

2KRによる
調達台数

c

保有台数と
の比率
c/a

輸入台数と
の比率
c/b

1998 5,950 904 5 0.1% 0.6%
1999 5,954 900 50 0.8% 5.6%
2000 6,340 950 90 1.4% 9.5%
2001 6,500 920 83 1.3% 9.0%
2002 6,500 891 - - -

1 9 9 8 5 5 0 0 . 0 %

1 9 9 9 5 5 0 0 . 0 %

2 0 0 0 5 5 3 5 . 5 %

2 0 0 1 5 5 2 3 . 6 %

2 0 0 2 5 5 0 0 . 0 %

年
輸 入 台 数

(2 K R調 達 分 を 除 く ） *
a

輸 入 台 数 と の 比 率
b/ a

2 K R調 達 台 数
コ ン バ イ ン

b
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益を得ることを期待している。 

資機材の数量はイエメン全体の需要量と販売量から見れば少ないため、一般市場の健全な活動や市

場原理を乱すことは無いとの意見が複数の民間ディーラーから示されている。 

むしろ、2KR では同じ原産国製品と比較すれば、一般市場より安い価格で購買力の低い農民に必

要な農業資機材を供給しており、イエメン国内の農業機械化の底上げに大きく寄与していると前向き

に受け止められている。 

 

3－2 ターゲット・グループ 

(1) 農業形態 
イエメンの国土面積約 5279.70 万 ha（2001 年）のほとんどは高原地帯又は丘陵地帯であり、海岸

平坦地は西部の紅海沿岸と南部のアデン港周辺のみである。 
人口 1931.50 万人（2002 年）の約 30％（603.51 万人：2002 年）が労働人口であり、このうち約 50％

（292.10 万人）が農業労働人口にあたる。しかし、GNP に占める農業セクターの割合は僅かに 16％
である。 
次頁表 3-8 に｢イ｣国の 2002 年の営農規模ごとの農家戸数を示す。平均の所有耕地面積は 1.46ha で

あり、所有耕地面積 1ha 未満の小規模農家が約 70％を占めており、更に 0.25ha 未満の農家が約 40％
に及んでいる。一方で、全農家戸数の 1％にも満たない所有面積 20ha 超の大規模農家が、全耕地面

積の約 20％を占めている状況である。 
農業灌漑省は広く全国の農家を 2KR の対象としており、対象地域又は農家規模等で対象を限定し

ていないが、上記のとおり、｢イ｣国内農家の大多数が小規模農家で占められていることから、2KR
による支援はこれら小規模農家に裨益することが期待できる。 
 

表 3-8 営農規模と農家戸数 

(出典：農業灌漑省 2002 年統計資料) 

 
(2) 農業資機材購買力 

具体的な農家の平均収入は確認できないが、一人当り GNP が 450 US$（2001 年世銀）であり、

また、既述のとおり GNP に占める農業セクターの割合は僅かに 16％であることから、平均収入は

それほど高くないと考えられる。 

営農規模 (ha) 戸数 割合 耕地面積 (ha) 割合

＜0.25 433,009 37.93% 49,070.97 2.95%
0.25＜0.5 213,910 18.74% 76,971.01 4.63%
0.5＜1 177,515 15.55% 127,455.02 7.67%
1＜2 142,417 12.48% 200,705.01 12.07%
2＜3 60,287 5.28% 145,940.01 8.78%
3＜4 31,566 2.77% 110,153.73 6.63%
4＜5 21,205 1.86% 94,846.50 5.71%
5＜10 36,625 3.21% 253,514.71 15.25%
10＜15 11,801 1.03% 145,359.42 8.74%
15＜20 4,829 0.42% 84,212.41 5.07%
20+ 8,365 0.73% 374,200.98 22.51%
計 1,141,529 100.00% 1,662,429.77 100.00%
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2001 年の FAO のデータによれば、｢イ｣国のトラクター一台あたりの耕地面積は 225.54ha となっ

ている。これに対し、他のアラブ諸国は、エジプト共和国が 31.92ha、シリア・アラブ共和国が 56.49ha、

ヨルダン・ハシュミット王国が 41.07ha であり、｢イ｣国のトラクターの普及率が他の近隣国に比べ

著しく低いことが確認できる。また、｢イ｣国のトラクターの所有率を試算すると、175 戸に一戸の

割合でトラクターを所有していることとなり(255.54ha（トラクター一台当りの耕地面積：2001 年

FAOSTAT）÷1.46 ha （平均耕地面積:2002 年農業灌漑省）)、この結果からも、農家への農業機械

の普及率はそれほど高くないといえる。 

しかし、農民の購買力が低く、その結果として、現状、トラクターの普及率が低いとはいえ、農

民の大半を占める小規模農家が農業機械を利用する機会は工夫されている。今回のサイト調査で農

民から聴取した限り、年中作物の栽培・収穫が行われる同国では、通常、機械の所有者は自分が所

有する耕地での利用が終了すれば他の比較的購買力の低い農民へのリースを行っている。金額は

500～700 リアル/時間で小規模農家でも比較的容易に農業機械が利用できるものと考えられる。 

 

 

3－3 当該国における 2KR の必要性及び妥当性 

降水量の不足等厳しい自然環境の中での農業を強いられ、そのために作物の生産状況が左右される

｢イ｣国では、特に灌漑システムの整備に力を入れている。この灌漑システム整備に多くを費やすこと

で国内の農業事情の改善に全力を上げる一方、同時に、｢イ｣国は各農家単位では、機械化による農業

の効率化を奨励している。これら灌漑システム整備及び農業の機械化が相乗的に働き、農民の農業に

おける肉体的及び経済的負担の軽減を図ることで、農業環境の改善に努めている。 
しかし、依然、国内のトラクター普及率はそれほど高くはなく、今後、機械化による農業の効率化

を推進するには、農民がトラクターを購入し易い環境をつくる必要がある。 
 

（2KR の直接的効果） 
既述のとおり、「イ」国内では農業機械の生産は行われておらず、全ての農業機械の調達は輸入に

依存している。また、農業機械を輸入するルートとしては、2KR の他、営利目的の民間ディーラー

が存在する。 
民間のディーラーは国内に複数存在しており、農業機械販売の民間市場は国内である程度発達して

いるが、先に述べたとおり、依然、国内のトラクターの普及率は低いままである。 
2KR 援助による農業機械の調達というルートは、国内で多様な販売ルートを設定し、農民がそれ

ぞれ個々に合った条件で農業機械を購入できる選択の幅を広げるという面で、｢イ｣国におけるトラク

ターの普及率向上に貢献しているものと考えられる。 
また、「イ」国の労働人口の約 50％が農業に従事し、その約 8 割が小規模農家である。このような

状況下、2KR によって調達されたトラクターが、市場価格よりも安価で販売されていることは、直

接的な小農支援対策を講じていると考えられる。2KR 援助によるトラクター購入農家は賃耕サービ

スにより、購入が難しい農民に対しても裨益できる機会がある。建設機械・農薬についても、灌漑水

路の修繕・建設やアフリカ大陸から来る害虫防止等に活用されていることから、2KR 援助は「イ」

国の農業に少なからず貢献している。 
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（2KR の包括的効果） 
一方、これまで、農業機械を販売した代金については、見返り資金の原資となっており、これまで

｢イ｣国は見返り資金を活用し、灌漑システム整備（ワジ・灌漑水路の水門の建設）、農業普及センタ

ーの建設、農道整備等を行っている。これらプロジェクトによりもたらされた農業環境の改善におけ

る裨益効果は、広範に及び、国内のあらゆる経済的立場にある農民がこれを享受することができる。

また、この裨益効果が、農民の農業における経済的負担を軽減することで、農民の農業機械への投資

を誘発し、国内農業の機械化を促進している。 
以上のような直接的及び包括的な側面から、2KR の｢イ｣国の食糧増産に対する効果を鑑みれば、

2KR 支援の必要性及び重要性は十分あると結論づけられる。 
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第4章  実施体制 

4－1 資機材の配布・管理体制 

(1) 実施機関 

本件 2KR における実施責任体制を表 4-1 に示す。この表に示すとおり、本件 2KR における全体の調

整管理を行なう実施監督・責任機関は農業灌漑省（Ministry of Agriculture and Irrigation）であ

り、計画の策定等の具体的実務作業を行なう部署は、同省の計画・調整局（General Directorate of 

Planning and Monitoring）となっている。また、2KR の見返り資金の積立状況にかかるモニタリン

グ及びその使用に関しては、同省内の総務・財務局（General Directorate of Finance and 

Administrative Affairs）が担当することとなっている（次頁図 4-1「農業灌漑省の組織図」を参照）。

なお、同省より提出された資料によると同省の職員数は調査時現在 2,128 人、2004 年度予算は既述

の通り 15 百万リアルとなっている。 

 

実際に 2KR 調達資機材の通関から販売、そして販売代金を回収してイエメン中央銀行の見返り資金

口座へ送金する等の実務作業は、農業灌漑省傘下の農業協同組合信用銀行（CACB:Cooperative 

Agricultural Credit Bank）によって実施されており、今次要請の 2KR が実施された場合にも同様の

体制を採ることが予定されている。本件において、実質的な実施機関となる農業協同組合信用銀行は、

農民及び農協への融資を主たる業務としており、サナアに本店を有する他、全国に 31 の支店を持ち、

全国規模の事業展開を行なっている。以前は 2KR で調達した資機材の販売から見返り資金の積立につ

いては、農業灌漑省傘下の農業サービス公社（PCAS:Public Corporation for Agricultural Services）

によって行なわれていたが、同公社の民営化が決定されたことにより 1999 年度以降、この役割は現

在の農業協同組合信用銀行に移管されている。但し、農業協同組合信用銀行では販売が困難な一部の

機材（特に小型の農業機械など）については、全国に販売支店を有し、これまでに販売経験を持つ農

業サービス公社と農業協同組合農業資機材部（GCAAI:General Cooperative Association for 

Agricultural Inputs）を通じて販売されている。 

 
表-4-1 2KR における実施責任体制 

（出所：農業灌漑省） 

作　　業 作 業 実 施 機 関 実施監督機関

要請窓口
農業灌漑省
(Ministry of Agriculture and Irrigation ) 農業灌漑省

通関・一時保管（ﾎﾃﾞｲﾀﾞ港/倉庫）
農業協同組合信用銀行
(Cooperative & Agricultural Credit Bank) 農業灌漑省

輸送（ﾎﾃﾞｲﾀﾞ倉庫⇒ｻﾅｱ倉庫）
農業協同組合信用銀行
(Cooperative & Agricultural Credit Bank) 農業灌漑省

保管（ｻﾅｱ倉庫）
農業協同組合信用銀行
(Cooperative & Agricultural Credit Bank) 農業灌漑省

配布（ｻﾅｱ倉庫⇒支店・代理店倉庫）
農業協同組合信用銀行
(Cooperative & Agricultural Credit Bank) 農業灌漑省

農業協同組合信用銀行
(Cooperative & Agricultural Credit Bank)
農業サービス公社
(Public Corporation for Agricultural Services)
農業協同組合農業資機材部
(General Cooperative Association for Agricultural Inputs)

農業灌漑省販売（支店・代理店⇒農民）
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以上の実施体制は、一般農民等へ販売される機材の場合のみであり、農業灌漑省傘下の関係機関に

配置される機材（ピックアップトラック搭載スプレーヤー等、国家防除キャンペーンに使用する農薬

散布機及びコンバインハーベスター）については、同省が全般的な実施・監督の責任を負うこととな

る。また、実際の運営レベルでは、農薬散布関連機器の配布・管理は同省の植物防疫局（General 

Directorate of Plant Protection）、コンバイン・ハーベスターの場合には種子増殖公社（General Seed 

Multiplication Corporation）が責任を負うこととなっている｡なお、これらのケースにおいての見

返資金の積立･管理は農業灌漑省の総務・財務局が担当することとなっている。 

 

                                  （出所：農業灌漑省） 

図 4-1 農業灌漑省の組織図 

 
 
(2) 配布・販売方法 

本件 2KR において調達される機材の具体的な配布経路及び配布方法を下図 4-2 に示す。 

                                   （出所：農業灌漑省） 

図 4-2 2KR 調達における機材の配布経路及び配布方法 

 

関連団体 法務局 統計局

各地方開発公団

農協など

地方・女性課 農業ﾏｰｹｯﾃｨﾝｸﾞ課 森林・砂漠防止課 植物防疫課 畜産課 農業生産課 機材ﾒﾝﾃﾅﾝｽ課 灌漑施設建設課

灌漑局

農  業  大  臣

計画・調整局

農業共同組合信用銀行

生産ｻｰﾋﾞｽ
農業ﾏｰｹｯﾃｨﾝｸﾞ局

総務・財務局

副  大  臣

人事・研修局

販売 見返り資金の積み立て 貸与契約　　　契約金額 　無償配置

政府系関係機関 農業灌漑省内部署
（種子生産公社） （植物防疫局）

 　　　　    代金 　　    　　　 代金

GCAAI  販売　　  代金 農業ｻｰﾋﾞｽ公社 刈取作業　　　使用料金

 販売　　   代金 　　販売　　　代金

農民等 農民等

対象機材 対象機材 対象機材

トラクター、作業機 リーパー コンバインハーベスター 農薬散布機

対象機材

農民等

農業灌漑省

（イエメン中央銀行見返り資金口座）

農業協同組合信用銀行

（CACB）



 32

前頁図にも示すように、本件 2KR によって調達された機材はその内容によって大きく 3つの経路に

分かれるが、無償配布となる資機材は農薬、農薬散布機およびブルドーザー等の建機だけであること

から、これらは現在、基本的に調達の対象となっていないため、今後、2KR において調達される機材

の全ては販売及び有償貸与となる。 

 

1）エンドユーザーが一般農民を対象とした販売のケース 

先ず、調達機材のエンドユーザーが一般農民を対象とした場合には、基本的に農業協同組合信用銀

行を経由しての販売となる。今次要請の 2KR においてはトラクター（含む作業機）、リーパー、フォ

ダーカッターがこのケースの対象機材となり、この場合、実際の販売は農業協同組合信用銀行から直

接、農民へ販売されるケースに加え、農業協同組合連合の農業資機材部（GCAAI）を経由した販売と、

更に前項でも述べた通り、一部の機材（リーパー）については過去の販売実績のある農業サービス公

社を通じての販売となる。これらの販売ルートにおける一般農民への販売価格については、基本的に

関係者（農業灌漑省、財務省、計画国際協力省、農業協同組合信用銀行、農業協同組合）より構成さ

れるコミッティーによって決定されるシステムとなっている。この販売価格の決定に際しては、一般

市場での同等品目の市場販売価格が参考とされ、基本的に市場価格よりも約 25%安い価格が目安とし

て設定されているとの農業協同組合信用銀行側の説明がなされた。また、販売に際しての代金支払に

ついては、現金一括払いの販売に加え、農業協同組合信用銀行からの融資による分割払い（12～24

ヵ月）も可能となっている。この場合には、30～50%の前払いが条件となっており、残りが無利子の

分割払いとなっている。なお、前述の市場価格よりも 25%安い価格設定に対して、調査団より「一般

市場の公正な競争を阻害しうる恐れは無いか」との質問をしたところ、イエメン側からは「一般市場

で流通している数量に比べれば 2KR で調達する機材の量は少なく、これによる悪影響は無い」との回

答であった。なお、過去に販売された 2KR 調達資機材の販売価格の設定に関し、農業灌漑省の見返り

資金の担当からは、同銀行からの説明とは異なった価格設定方法が説明されるなど、価格決定に関し

て不明な点は残るが、2KR 調達のトラクターを購入した一般農民からの聞き取り調査からは、一般市

場と同等、若しくは若干安めの価格が設定されていると思われる。 

 

2）エンドユーザーが農業灌漑省の関連機関を対象とした有償貸与のケース 

最後に、エンドユーザーが政府関係機関となる場合であり、今次要請の 2KR においては農業灌漑省

傘下の種子増殖公社がエンドユーザーとして予定されている。この種子増殖公社への配置の場合には、

農業灌漑省と同公社との間で貸与契約が行なわれる予定で、今回の要請 2KR においてはコンバイン・

ハーベスターがこれに該当する。このコンバイン・ハーベスターは同公社付属の種子生産農場での刈

取作業において使用される他、同公社と契約関係にある種子栽培農家の収穫作業にも有料（4,000 リ

アル/ha）にて供され、この作業から回収される資金が同公社より農業灌漑省へ見返り資金として積

み立てられることとなっている。 

同公社に対しては、過去の 2KR において調達されたコンバイン・ハーベスターなどの農業機械が既

に農業灌漑省との契約ベースにて配置されており、これらの機材についても前述のシステムと同様、

収穫作業から回収された資金が農業灌漑省へ支払われ、同省によって見返り資金として積み立てられ

ている。なお、農業灌漑省と種子生産公社の間で契約額は、基本的に 2KR における見返り資金の積立

義務額（FOB の 2/3 相当額）を基準に決定されたとのことであり、今次要請のコンバイン・ハーベス

ターを調達する場合も同様の手続きが採られるとの同省からの説明であった。 
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(3) 販売後のフォローアップ体制 

2KR によって調達された機材のうち、エンドユーザーが一般農民である場合には、エンドユーザー

の所在、使用状況などに関する情報は農業灌漑省傘下の地方事務所や普及員事務所によって把握され

ている。個別機材の修理などメンテナンスにかかる実務的なフォローアップは、所有者による責任で

あるとの認識の下、実施機関による特段の支援は行なわれていないのが現状である。即ち、一般農民

への販売においては、コマーシャルベースの販売と同等の扱いとなっており、基本的には機械を購入

したエンドユーザーによる責任管理が原則となっている。この場合において必要となるスペアパーツ

等の消耗品は、機材を販売する農業協同組合信用銀行、農業資機材部と農業サービス公社等がエンド

ユーザーからのニーズに基づき、メーカーのイエメン国内の代理店を通じて入手し、エンドユーザー

へ供給を行なうこととなっている。なお、これらの販売に携わる農業資機材部と農業サービス公社は、

2KR 以外で調達した農業資機材の販売以外にも独自にコマーシャルベースにて農業機械、肥料などの

資機材を輸入・販売を行なっている実績を有することから、その実施能力については特段問題がない

と判断される。また、機械の使用方法などの技術指導に関しては、全国に農業灌漑省の普及センター

が存在しており、これらセンターの普及員によって行なわれる計画となっている。 

本調査団がサイト調査の一環として地方の一般農民を訪問した際にも、この普及員が農家を訪問し

ており、機械の使用方法だけではなく、作物生産にかかる全般的な技術的アドバイスを実施しており、

地域が限定的ではあるものの、この農業灌漑省の普及センターによる技術指導が行なわれていること

が確認されている。 

 

次に、エンドユーザーが農業灌漑省傘下の関連機関の場合には、独自のワークショップによって調

達した機械類の修理・整備などのメンテナンスが行なわれることとなっている。このメンテナンスに

必要となるスペアパーツなどの消耗品の調達についても、前述の農業資機材の輸入販売を行なってい

る農業資機材部と農業サービス公社やイエメン国内のメーカー代理店を通じて独自に入手している。 

 

以上、エンドユーザーレベルにおける機材の保守管理に焦点を当てたフォローアップに関して述べ

たが、調達した機材がエンドユーザーまで届く過程における進捗状況等のフォローアップ体制につい

ては殆ど確立されておらず、この改善が急務となっている。 

この販売システムについては前項で既に説明したとおり、数種類の販売経路が存在するが、必ずし

も全てのケースにおいて、実施機関である農業灌漑省は 2KR 機材の販売状況、在庫状況等その進捗状

況を正確に把握するシステムを有しておらず、在庫等の問題が発生した場合の対応が迅速に取れない

状況となっていることが、本調査によって確認された。具体的な例として、本調査団が農業資機材部

を訪問した際に、2000 年度に調達されたトラクター（芝浦/S435）14 台、2001 年度に調達されたト

ラクター（クボタ）5台及び耕耘機（クボタ/K120）13 台、トレーラー（クボタの耕耘機用）13 台が

農業資機材部の販売店にて在庫となっている事実が確認された。これら在庫の理由として、販売を担

当している農業資機材部では、これまでにイエメン国内で調達されたことの無いトラクターが調達さ

れたため、スペアパーツの入手が困難との理由にて農民からの購入希望が無かったとの説明であった。 

本来であれば、実施機関として、販売促進のための方策を検討し、また販売不振の原因を次回の調

達に反映させるといったモニタリングによるフィードバックがなされるべきところであるので、調査

団からは 2KR で調達した資機材の在庫状況の改善策を検討するように申し入れ、農業灌漑省は了解し

た。 
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以上に対して、調査団帰国後に「イ」国農業灌漑省より以下の在庫リストが提出された。この在庫

に対して、同省は今後8～10ヵ月以内にGCAAIの支店を通じて、農民へ全て販売する計画が示された。 

 

表 4-2 CACB における在庫リスト（2004 年 10 月 28 日現在） 

 （出所：農業灌漑省） 

 

表 4-3 GCAAI における在庫リスト（2004 年 10 月 28 日現在） 

（出所：農業灌漑省） 

 

  
4-2 見返り資金の管理体制 

 

(1) 管理機関 

2KR における見返り資金の監督機関は農業灌漑省であり、実際に販売代金の回収および積立てを行

なうのは農業協同組合信用銀行、農業サービス公社、GCAAI、種子生産公社である（30 頁図 4-2「2KR
調達における機材の配布経路及び配布方法」を参照）。 
 
(2) 積立て方法 

前項にて述べた通り、本件 2KR によって調達された資機材は農業協同組合信用銀行を通じて一般

農民に販売されるケースと政府系機関に配置されるケース（無償配布及び契約ベースによる有償貸

与）の二つのパターンに大別される（図 4-2 を参照）。 
先ず、販売機材については、農業協同組合信用銀行と販売を担当する各機関により一般農民へ販売

され、回収された販売代金はこれら販売機関により一旦同金庫へ納められる。農業協同組合信用銀行

へ納められた資金は、同金庫のコミッション（輸送・倉庫費用等）を差し引いた後、イエメン中央銀

行内に見返り資金として纏めて農業灌漑省によって開設された専用口座に送金されるシステムとな

っている。なお、過去の同国における 2KR 調達資機材の販売は農業サービス公社であったが、現在

は同公社が民営化されたため、これまで農業サービス公社が担ってきた役割は 1999 年以降、農業協

No. 資機材内容 案件年度 メーカー名 調達数量 在庫数量
販売予定額
総額（Y.R.）

1 作業機　（プラウ等）のスペアパーツ 1998 Nardi 1 1 2,018,259
2 灌漑ポンプのスペアパーツ 1998 Landini 1 1 4,902,122
3 リーパーのスペアパーツ 1998 Kubota 1 1 8,557,624
4 トレーラーのスペアパーツ 1998 Nardi 1 1 765,000
5 脱穀機（1,000kg/hr.） 1999 Alvan Blanch 20 6
6 脱穀機（1,000kg/hr.） 2001 Alvan Blanch 12 10
7 背負い式スプレーヤー(12L) 2001 Semco 670 620 3,706,578

2,507,699

No. 資機材内容 案件年度 メーカー名 調達数量 在庫数量
販売予定額
総額（Y.R.）

1 乗用トラクター 70HP 1999+2000 New Holland
50(1999)+
40(2000)

1 展示品

2 乗用トラクター 35HP 2000 Ishikawajima Shibaura 30 19
3 乗用トラクター 21HP 2000 Ishikawajima Shibaura 20 1
4 乗用トラクター 41HP 2001 Kubota 22 5
5 耕運機　12.5HP 2001 Kubota 13 13

6 リーパー　3HP 2000+2001 Kubota
38(2000)+
55(2001)

28

7 手押し式動力噴霧器 2001 Semco 652 213

関係機関に
て検討中
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同組合信用銀行へ移管している。 
他方、イエメン政府内部署、若しくは政府系機関に配置されるケースでは、契約ベースによる有償

貸与と無償による配布がある。 
前者の具体的例は農業灌漑省傘下の種子増殖公社へのコンバインハーベスターの配置であり、この

場合には農業灌漑省と同公社の間で年間支払義務額が決定され貸与契約が結ばれる。同種子公社は、

農業灌漑省から契約貸与されたコンバインハーベスターを付属の農場での収穫作業に使用する他、同

種子公社と種子の契約栽培をする農家の刈り取りに有料で供することで、使用料金を回収し、この回

収代金を農業灌漑省への支払に充てている。農業灌漑省は同種子公社から回収した資金を見返り資金

口座に積み立てることとなっている。 
後者の無償配布の具体例は、農業灌漑省傘下の植物防疫局への農薬散布機の配布であり、これらの

場合には見返り資金の回収は行なわれない。 
 

(3) 見返り資金プロジェクト 

本件調査時における 2KR 見返り資金の積立状況は次頁表 4-4 に示すとおりである。 
積立の内容について見ると、1999 年までの積立義務額に対する積立率は平均で 13.1%と極めて低

い水準に留まっていたが、2000 年度は農業灌漑省が約 3 億リアルの予算措置をして見返り資金を積

み立てたことにより、2000 年度の積立率は 275.9%となった。2001 年度においても、約 3 億リアルが

農業灌漑省によって予算措置が執られ、この予算措置の結果、全体の積立率は以前に比較して格段に

高まっている状況にある。2001 年度の義務額が設定されていないため、2001 年度までの積立率は計

算できないが、義務額が確定している 2000 年度までの実績値で積立率を計算すると、24.4%となる。

この数値は、2001 年度に約 3 億リアルが予算措置されていることを考慮すれば、更に上昇すると思

われる。なお、過去において見返り資金の積立率が極めて低い状況であった理由として、調達した資

機材の一部を無償で配布したことが「イ」側より説明されている。なお、「イ」側が予算措置した 3
億リアルの金額の根拠について「イ」側に確認したところ、「今までの積立義務額の不足分を補填す

るものである」との回答があっただけで、その詳細な内訳等の根拠については明確に示されなかった。 
しかし、「イ」側からは過去の資機材毎の販売実績と見返り資金の回収実績が示されていないため、

資機材別に回収率を定量的に検証することは極めて困難である。また、「イ」側の説明によれば、こ

れまでに無償配布となった農薬と農薬関連の散布機（ピックアップ搭載を含む）やブルドーザー等の

見返り資金分については、前述の予算措置に含まれるとのことであった。なお、過去に無償配布され

た、これら品目は今後の 2KR における調達対象品目から除外されることから、今後の 2KR における

見返り資金の積立率は以前と比較して改善されるものと期待できる。 
 
以上のように、近年「イ」国においては見返り資金の重要性が再認識され、農業灌漑省の予算措置

により見返り資金が積み立てられており、同省の努力が窺える。しかしながら、農業灌漑省の 2004
年度年間予算が既に示した通り 15 百万リアルであることを考えると、「イ」側が予算措置によって積

み立てたとする約 6 億リアルは同国政府にとって極めて大きな額であり、このような多額の資金を見

返り資金の積立に充当することによって、「イ」国政府の財政を圧迫するような事態は好ましい状況

では無く、今後、何らかの改善を検討する必要が有ると思われる。 
 
次に、これら見返り資金の使用実績について農業灌漑省から提出されたリストを次頁表 4-5に示す。
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この表に拠れば、現在までに 13 のプロジェクトに使用され、その使用金額の合計は調査時現在で

244,695,186 リアルとなっている。使用の内容は、灌漑水路の水門の建設、農業普及センターの建設、

道路の建設、農業事務所の建設となっており、その殆どは農業分野への使用となっており、使途とし

ては妥当な内容と判断される。なお、本件調査団がサイト調査を行なった際にも、リストの No.11
に示されるアブヤン州の灌漑水路の取水口ゲートを視察したが、これらのゲートは同地域の農民への

灌漑水供給に寄与していることが確認されている。 
 

表 4-4 2KR 見返り資金積み立て実績（2004 年 8 月 31 日現在） 

                 （出所：農業灌漑省） 

E/N 額 FOB 額 積立義務額 残高 残高合計

（円） （円） （リアル） （リアル） （リアル）

1979
～

1997

7,450,000,000 不明 等価 1,741,117,161 242,057,229.40 1015-0010060/
中央銀行

242,057,229.40 235,391,852.23 6,665,377.17 6,665,377.17 －

1998 650,000,000 599,396,930 3分の2 464,297,901 42,192,827.00 1039-0010060/
中央銀行

42,192,827.00 107,454.12 42,085,372.88 42,085,372.88 1998/11/26

1999 650,000,000 575,742,323 3分の 2 509,570,515 72,745,175.00 1041-0010060/
中央銀行

72,745,175.00 0 72,745,175.00 72,745,175.00 1999/7/31

34,074,814.00 1041-0010060/
中央銀行

0 34,074,814.00

299,999,750.00 201010005063/
農業協同組合

信用銀行

0 299,999,750.00

71,790,898.00 1041-0010061/
中央銀行

0 71,790,898.00

27,477,636.00 ？/農業協同組
合信用銀行

0 27,477,636.00

299,999,750.00 201010005063/
農業協同組合

信用銀行

0 299,999,750.00

Total 9,850,000,000 － － － 762,860,693.40 － 1,090,338,079.40 235,499,306.35 － 854,838,773.05 －

案件年
度

積立義務額
設定基準
（ベースは
FOB額）

積立額
（リアル）

‐

334,074,564.00

支出額
（リアル）

E/N 日積立額合計
（リアル）

口座番号

121,103,850

399,268,284.00

2000/12/3

2001 500,000,000 411,118,121 政府間合意
方式

2001/8/13

334,074,564.00

399,268,284.00

2000 600,000,000 495,863,950 政府間合意
方式
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表 4-5 2KR 見返り資金の使用実績 

 注）合計欄の数値と個別案件の使用金額合計に誤差がある。（出所：農業灌漑省） 

 (4) 外部監査体制 

「イ」国政府内には通称 COCA（Central Organization for Control and Auditing）と呼ばれる監査機関

が存在し、「イ」国政府がかかわる案件については、案件の要請から実施に至る広範囲に渡って同機

関によるの監査が行なわれている。この監査組織 COCA は大統領府直轄の組織であり、定期的に報

告書が作成され、大統領府に提出されている。日本国政府からの援助案件もこの例外ではなく、2KR
はもとより他の案件においても同様の監査が行なわれている。本件 2KR の調査団が農業灌漑省及び

関係機関との協議を行った際にも同監査機関より職員が同席し、協議の状況を確認しており、この点

においては同監査機関の監査はある程度機能していることが確認された。しかしながら、同監査機関

によって作成された報告書は大統領府に提出されるものの、一般には公表されず、この点においては

必ずしも広く透明性が確保されてはいない。 
本調査において、調査団より民間企業による外部監査の導入について農業灌漑省側へ打診したとこ

ろ、当初は費用面と既に「イ」国政府内で監査が実施されていることから、その導入については難色

を示していたが、最終的には農業灌漑省の財務局長より、その実施は可能である旨の回答を得た。但

し、その監査実施にかかる費用は見返り資金を利用したいとの申し入れが同局長よりなされた。 
他ドナーによるプロジェクトにおける監査システムについては、世銀のサナア事務所にその状況を

確認した。同事務所所長の説明によれば、世銀は 1972 年からイエメンで活動を開始し、現在までに

N o . プ ロ ジ ェ ク ト 名 使 用 金 額 契 約 日

1 C o n s t r u c t s  8 5  c a n a l  g a t e s  a t  A b y a n  G o v e r n o r a t e 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 不 明

（ ア ブ ヤ ン 州 に お け る 8 5 の 灌 漑 水 路 取 水 口 ゲ ー ト 建 設 ）

2 C o n s t r u c t s  e x t e n s i o n  c e n t e r  a t  W o s a b  A l - a l i -  D h a m a r  G o v e r n m e n t 2 , 3 4 3 , 2 8 3 1 9 9 8 / 1 1 / 1 7

（ ダ マ ー ル 州 W o s a b  A l - a l iに お け る 農 業 普 及 セ ン タ ー 建 設 ）

3 C o n s t r u c t s  e x t e n s i o n  c e n t e r  a t  M a q r a b a h - D h a m a r  G o v . 4 , 1 3 8 , 4 0 3 1 9 9 8 / 1 1 / 1 7

（ ダ マ ー ル 州 M a q r a b a h に お け る 農 業 普 及 セ ン タ ー 建 設 ）

4 C o n s t r u c t s  e x t e n s i o n  c e n t e r  a t  A n e s  D h a m a r  G o v e r n m e n t 4 , 1 0 1 , 3 7 0 1 9 9 8 / 1 1 / 1 7

（ ダ マ ー ル 州 A a n s に お け る 農 業 普 及 セ ン タ ー 建 設 ）

5 C o n s t r u c t s  e x t e n s i o n  c e n t e r  a t  O t o m a h  -  D h a m a r  G o v e r n m e n t 3 , 7 5 3 , 7 5 1 1 9 9 8 / 1 1 / 1 7

（ ダ マ ー ル 州 O t o m a h に お け る 農 業 普 及 セ ン タ ー 建 設 ）

6 C o n s t r u c t s  e x t e n s i o n  c e n t e r  a t  A l - A h a d  -  D h a m a r  G o v e r n m e n t 5 , 2 0 0 , 9 2 8 1 9 9 8 / 1 1 / 1 7

（ ダ マ ー ル 州 A l - A h a d に お け る 農 業 普 及 セ ン タ ー 建 設 ）

7 C o n s t r u c t s  e x t e n s i o n  c e n t e r  a t  B a n i - H o t a m  - D h a m a r  G o v e r n m e n t 5 , 2 3 0 , 5 2 8 1 9 9 8 / 1 1 / 1 7

（ ダ マ ー ル 州 B a n i - H o t a m に お け る 農 業 普 及 セ ン タ ー 建 設 ）

8 C o n s t r u c t s  e x t e n s i o n  c e n t e r  a t  A l - k o l e f  /  O t o m a h  - D h a m a r  G o v e r n m e n t 3 , 7 5 3 , 7 5 1 1 9 9 8 / 1 1 / 1 7

（ ダ マ ー ル 州 A l - k o l e f / O t o m a h に お け る 農 業 普 及 セ ン タ ー 建 設 ）

9 C o n s t r u c t s  e x t e n s i o n  c e n t e r  a t  A l - K o l o f / O t o m a h -  D h a m a r  G o v e r n m e n t 5 6 9 , 8 3 0 1 9 9 8 / 1 1 / 1 7

（ ダ マ ー ル 州 A l - K o l o f / O t o m a h に お け る 農 業 普 及 セ ン タ ー 建 設 ）

1 0 C o n s t r u c t s  e x t e n s i o n  c e n t e r  a t  A l - D a b b a h  - D h a m a r  G o v e r n m e n t 4 , 2 5 0 , 1 8 0 1 9 9 8 / 1 1 / 1 7

（ ダ マ ー ル 州 A l - D a b b a h に お け る 農 業 普 及 セ ン タ ー 建 設 ）

1 1 C o n s t r u c t s  3 1 3  c a n a l  g a t e s  a t  A b y a n  &  S h a b w a h  G o v e r n o r a t e s 9 4 , 2 3 1 , 4 1 5 不 明

（ ア ブ ヤ ン 州 及 び シ ャ バ ワ 州 に お け る 3 1 3 の 灌 漑 水 路 取 水 口 ゲ ー ト 建 設 ）

1 2 C o n s t r u c t s  r u r a l  r o a d  ( L o d e r - D a m a n )  A b y a n  G o v e r n o r a t e 5 3 , 9 9 3 , 4 1 9 不 明

（ ア ブ ヤ ン 州 L o d e r - D a m a n 間 の 道 路 建 設 ）

1 3 C o n s t r u c t s  M A I ’ s  o f f i c e  a t  S o q a t r a  i s l a n d  H a d r a m o u t  G o v e r n o r a t e 3 9 , 0 0 0 , 2 2 9 2 0 0 0 / 5 / 1 3

（ ハ ウ ド ラ マ ウ ン ト 州 S o q a t r a 島 に お け る 農 業 事 務 所 の 建 設 ）

合 計 2 4 4 , 6 9 5 , 1 8 6 -
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同国に対する融資総額は 15 億米ドルに達しており、このうち約 1/3 が農業分野への融資であるとの

ことであった。現在、「イ」国においては 20 プロジェクトが進行中であり、その対象は農業、道路、

教育、水分野と多岐に渡っている。これら世銀が実施するプロジェクトに関しては、民間による外部

監査が融資の条件となっており、借款契約（Loan Agreement）にも明記されている。この外部監査を

実施する会社は国内外を問わないものの、「イ」国政府（具体的には COCA、財務省、計画国際協力

省）と世銀が作成したロングリスト（15～20 社）から案件の実施機関がショートリスト（3 社）を作

成し、その中から選ばれるシステムとなっている。この監査は、年間最低一回の実施が義務付けられ

ており、その報告書は世銀に提出されることとなっている。 

 
 
4-3 モニタリング・評価体制 

 

(1) モニタリングと評価体制について 

本件 2KR にて調達された資機材は、既に述べた通り、一般農民などへの販売と政府系組織への配

布に大別される。 
前者の場合にはエンドユーザーが不特定多数の一般農民となることから、販売後のモニタリングを

含めた評価を行なうことは必ずしも容易ではないものの、農業灌漑省が全国に有する普及センターな

どを通じて、末端におけるモニタリングを行なうとしている。しかしながら、末端で収集した情報は

必ずしも、2KR の実施機関である農業灌漑省へは報告されておらず、この点における改善が必要と

なっている。また、調達された機材がエンドユーザーへ配布される過程における問題、特に販売機関

における在庫問題などについても農業灌漑省へは報告されていない実態が今回の調査によって明ら

かとなっており、この点についても今後、改善が求められる。 
後者の政府機関への機材の配置については、配布対象機関が農業灌漑省の傘下機関であること、ま

た配布機関の数も少なく限定されていることから、その現状は概ね農業灌漑省によってモニタリング

されているものの、その評価という点においては定量的、定性的な評価は行なわれておらず、その改

善が求められる。 
なお、調査団よりモニタリング報告書のサンプルを先方に渡し、モニタリング調査の必要性を説明

し、サンプルに沿った形でのモニタリングの実施を求めたところ、「イ」国側はモニタリング体制の

整備を進めることを約束し、基本的にその実施につき、了解した。 
 
(2) 政府間協議会と 2KR 連絡協議会 

2KR の実施を効果的に行なう為、「イ」国では年 1 回、「イ」国政府代表と我が国政府との間で、

次の事項について協議を実施している。 
● 2KR により調達された農業資機材の被援助国における配布・活用状況 
● 見返り資金の積立て状況 
● 見返り資金の有効活用に資する使途についての意見交換 
● 2KR 援助及び見返り資金による事業に関する広報 
● その他の事項 
最近の協議会は 2003 年 2 月に実施されている。 
なお、「イ」国では政府間協議会に加え、年 3 回の 2KR 連絡協議会を関係機関（財務省及び計画国
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際協力省）を交えて実施し、政府間協議と同様の事項について協議することに同意するなど、モニタ

リング体制を強化することに前向きの姿勢を示している。 
 

 

4-4 ステークホルダーの参加 

 

「イ」国における 2KR において調達された資機材は、農業灌漑省の傘下機関にも配布されると共

に、一般農民、農協などの民間組織にも販売されるなど、本件 2KR に関わるエンドユーザーは多岐

に亘っている。これらのエンドユーザーと本件 2KR での実施機関である農業灌漑省との関係は、資

機材の販売、配布といった一方的な流れだけではなく、農業灌漑省の説明によれば、これらエンドユ

ーザー（一般農民など）からの要望を農業協同組合信用銀行の支店などを通して受け、これら要望を

2KR の要請書に反映しているということであり、2KR へのステークホルダーの参加は広く確保され

ている。 
 

4-5 広報 

 

「イ」国における広報活動、特に我が国の 2KR に特化すると、今回の調査期間中においてアビア

ン州のサイト調査を行なった際も地元の新聞社、テレビ局などのメディアが取材に同行し、その様子

を広く一般国民に対して知らしめようとする姿勢が確認された。また、本調査団と「イ」側との間で

協議議事録（M/D）に署名する際には、「イ」側の関係閣僚（計画国際協力省副大臣および農業灌漑

省大臣同）および石井特命全権大使が同席すると共に、新聞社及びテレビ局が取材に訪れており、日

本国からの援助への関心と期待の高さが窺われると共に広報に対する「イ」側の配慮の高さが確認さ

れた。 
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第５章 資機材計画 

5－1 要請内容の検討 

  

(1) 対象地域・対象作物 

本件 2KR（2004 年度）における対象作物はコムギ、メイズ、ミレット等の穀物、ジャガイモ、マメ

類であり、対象地域はこれら対象作物が作付される全国となっている。 

今回の対象作物は何れも、イエメン国において国民の主要食糧作物として位置付けられているもの

の、これらの生産量は表 5-1 に示す通りジャガイモを除き、近年、減少傾向にある。特に同国民の主

食であるコムギについては、天水依存による栽培のためその生産量は近年の降雨量不足と病虫害の被

害により、減少の一途をたどっている。このような生産量の低迷と高い人口増加率（2003 年現在 3.4%）

のため、「イ」国におけるコムギの輸入量は年々増加しており、2003 年は同国のコムギ生産量の約 16

倍に相当する約 1,666 千トンもの大量のコムギ（小麦粉を含む）が輸入される事態となっている。同

国におけるコムギを含む主要食糧の自給率は公表されていないが、これら輸入量と生産量から大まか

な自給率を算出すると、コムギについては約 5.9%と極めて低い値となり、本件 2KR の対象作物の中

で最低の自給率となっている（表 5-2 を参照）。なお、コムギを含むこれら作物の生産量の減少は統

計上、栽培面積の減少として表れているが、実際には降雨の不足や病虫害によって収穫が出来なかっ

た結果であり、他の換金作物等への転作によって減少したためでは無いとの農業灌漑省の説明であっ

た。 

 

表 5-1 2KR の対象作物の生産量推移と主要産地 

                     （出典：「Agricultural Statistics 2003」農業灌漑省） 

 

以上のような状況のもと、農業灌漑省は同国国民の主要食糧作物であるこれら作物の生産性を全国

レベルで向上させることを目的として、本件 2KR の対象作物及び対象地域（全国）を設定している。 

2001年 2002年 2003年 主 要 産 地（県名）

生産量(MT) 152,742 131,733 103,794

栽培面積(ha) 94,371 89,370 86,520

生産量(MT) 45,977 39,753 27,935

栽培面積(ha) 41,278 40,112 37,755

生産量(MT) 50,373 41,169 32,841

栽培面積(ha) 34,941 32,415 29,982

生産量(MT) 382,495 289,296 212,780

栽培面積(ha) 379,330 330,980 295,409

生産量(MT) 208,597 210,769 213,324

栽培面積(ha) 17,325 17,627 17,834

生産量(MT) 64,033 60,541 59,482

栽培面積(ha) 52,679 49,612 49,237

作 物 名

コムギ

オオムギ

メイズ

ソルガム

ジャガイモ

マメ類

ｱﾙｼﾞｬｳ(Al-Jawf)、ﾀﾞﾏｰﾙ(Dhamar)、ｲﾌﾞ(Ibb)、
ｻﾅ(Sana'a)、ﾏﾚﾌﾞ(Mareb)、ﾊﾄﾞｩﾗﾏｳﾄ(Hadhramount)

ｻﾅ(Sana'a)、ｲﾌﾞ(Ibb)、ｻｱﾀﾞ(Sadah)、
ｱﾙｼﾞｬｳ(Al-Jawf)

ｲﾌﾞ(Ibb)、ﾀﾞﾏｰﾙ(Dhamar)、ﾀｲｽﾞ(Taiz)、
ﾎﾃﾞｲﾀﾞ(Hodeidah)、ｻﾅ(Sana'a)

ﾎﾃﾞｲﾀﾞ(Hodeidah)、ﾏﾚﾌﾞ(Mareb)、ｻﾅ(Sana'a)、
ﾀｲｽﾞ(Taiz)、ｲﾌﾞ(Ibb)、(ﾊｼﾞｬ(Hajjah)

ｲﾌﾞ(Ibb)、ﾀﾞﾏｰﾙ(Dhamar)、ｻﾅ(Sana'a)、
ﾀｲｽﾞ(Taiz)、ｱﾙﾍﾞｲﾀﾞ(Al-Beida)、ｼｬﾌﾞｱ(Shabwa)

ﾎﾃﾞｲﾀﾞ(Hodeidah)、ｻﾅ(Sana'a)、ｲﾌﾞ(Ibb)、
ﾀﾞﾏｰﾙ(Dhamar)、ﾏﾚﾌﾞ(Mareb)、ｱﾙｼﾞｬｳ(Al-Jawf)
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表 5-2 対象作物の輸入量と自給率 

                          （出典：「Agricultural Statistics 2003」農業灌漑省） 

 

 

(2) 要請品目・要請数量 

本件 2KR におけるイエメン国からの最終的な要請品目とその数量は、以下の表 5-3 に示すとおり、

作業用途により、病虫害防除用機械、収穫用機械、耕起用機械の 3つのカテゴリに大別される。 

 

表 5-3 要請機材リスト 

                                   （出所：農業灌漑省） 

 

表-5-3 に示される各機械の使用目的については、次項にてその詳細を述べることとするが、ここ

では主として協議の経緯と「イ」側から説明のあったこれら機材の必要性について記載することとす

る。 

 

先ず、病虫害防除用機械としては「スプレーヤー搭載ピックアップ」、「手押し式動力噴霧機」の 2

品目が該当する。これらの機械は農薬散布を行なうための機械であることから、本件の現地調査時に

「イ」側へ農薬とその散布機の供与に関する日本側の方針を伝え、その削除を要請した。 

これに対し、イエメン側は当初要請していた農薬散布機の 3品目のうち、小規模農家が使用する「背

負い式噴霧器」については削除に同意したものの、前述の 2品目についてはその調達を強く要望した。

この理由として、イエメン国ではアフリカ大陸などの近隣国において大発生したバッタなどの害虫が

国境を越えて襲来し、しばしば農作物に甚大な被害を及ぼしていることから、これらの対策のために

作 物 名 生産量(MT) 輸入量(MT) 自給率(%) 備  考

コムギ 103,794 1,665,958 5.9 輸入量には小麦粉（175,915MT）も含む

オオムギ 27,935 654 97.7 －

メイズ 32,841 292,070 10.1 －

ソルガム 212,780 217 99.9 －

ジャガイモ 213,324 ﾃﾞｰﾀ無し ﾃﾞｰﾀ無し －

マメ類 59,482 48,230 55.2 －

No. 品　目　名 数量(台) 調達希望国 優先順位

1 スプレーヤー搭載ピックアップ 40 DAC加盟国 1

2 手押し式動力噴霧器 1,500 DAC加盟国 3

3 コンバインハーベスター 4 DAC加盟国 1

4 リーパー 150 DAC加盟国 3

5 乗用トラクター（4WD、70-74HP） 150 2

6 タインカルチベーター（トラクター用） 150 2

7 ディスクプラウ（トラクター用） 150 2

8 フロントレベリングブレード（トラクター用） 150 2

9 フォダーカッター 100 DAC加盟国 3

DAC加盟国
+

トルコ
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その必要性は極めて高いとの説明であった。また、これらの病害虫は広範囲にわたり、その移動も速

いことから、一般の個人農家レベルでは対応は極めて難しく、この対応は病虫害の発生に関する情報

を FAO 等の国際的なネットワークから入手できる農業灌漑省が行なう必要があるとしている。 

以上、イエメン側の説明に対し、調査団からはこれらの散布機の要請数量が其々40 台、1,500 台と

大きいことから、その配置計画、対象害虫、使用予定の農薬等に関する使用にかかる詳細計画を 10

月 6 日までに日本側へ提出するようイエメン側に伝え、イエメン側もこれを了解した。 

 

次に収穫用機械である「コンバイン・ハーベスター」、「リーパー」及び「フォダーカッター」につ

いては、当初の要請どおりの内容であることが確認されたが、これらは主としてコムギ、オオムギな

どの収穫用として使用される予定となっている。「フォダーカッター」については、穀物などを収穫

した後の麦藁等を処理し、家畜の餌に供するための処理機械であり、これはイエメン国における農業

体系には畜産が組み込まれていることから、飼料の確保は農作物の有効利用と地域住民への蛋白源の

確保という観点から、極めて重要となっているとのことであった。 

 

最後に、耕起用の機械である「乗用トラクター」とその作業機である「タインカルチベーター」、

「ディスクプラウ」、「フロントレベリングブレード」については、当初の要請 130 台に対し、農業灌

漑省の希望により新たに 20 台が追加され、最終的にはそれぞれ 150 台の要請となった。この増量に

ついて、当初需要は 150 台であったが、これまでの 2KR の予算規模を考慮し、要請を 130 台に留めた

とのことで、この要請数量を需要量の 150 台に戻したいとの要望があったため、最終的要請数量を

150 台として双方確認した。 

  
 

5－2 選定品目･選定数量 

 

(1) スプレーヤー搭載ピックアップ（40 台）及び 

(2) 手押し式動力噴霧器（1,500 台） 

「スプレーヤー搭載ピックアップ」は動力噴霧器を 4WD 車両に搭載したものであり、「手押し

式動力噴霧器」は手押し式の荷台に動力噴霧器を搭載したものである。両者とも、農業灌漑省

傘下の植物防疫局に配備され、一般農家では防除が困難な国境を越えて襲来するバッタなどの

駆除や広範囲に発生する病虫害への対応を目的として必要である。 

これら農薬散布機は、「農薬を調達しない」という日本国政府の方針により、基本的には調達

品目から削除することとなっている。 

また、前述のとおり調査団から詳細な使用計画（機材の配備計画、使用農薬の種類・量、対

象害虫など）を示すよう「イ」国側に説明したものの、「イ」国側から期限内に提出された書

類には、これら詳細情報が含まれず、例外的にこれら機材を調達する妥当性を確認することが

出来ないことから、本件 2KR においては削除せざるを得ないものと考えられる。 

 

(3) コンバイン・ハーベスター（4台） 

ムギなどの穀物及びマメ類などを刈り取り、脱穀、選別の作業を同一工程にて行なうことの

出来る収穫機である。走行方式によって車輪型とクローラー型の 2種類に大別される。前者は
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主として畑地でのムギ、マメ類などの収穫に使用され、同タイプの機械は欧米メーカーのもの

が主流となっている。後者は主として水田でのイネ収穫用として使用される機械である。 

今回、イエメン側から要請のあったコンバインハーベスターはムギ、オオムギなどの収穫を

目的とした車輪型のものであり、農業灌漑省傘下の種子生産公社に配置され、穀物の収穫に使

用されるとのことであった。 

同種子公社は、優良種子の生産および普及を目的として、1997 年にイエメン国の首都サナア

から約南 100km のダマール（Dhamar）市に設立され、現在、全国に 5箇所の支所と 3箇所の付

属の種子生産農場を持ち、全国に優良種子の供給を行なっている種子生産公社である。同公社

で取り扱う種子はコムギ、オオムギ、メイズ、ミレット、ゴマなどの穀物、レンティルなどの

マメ類、そしてワタ種子などであり、本部の敷地内には種子の検査を行なう実験室と種子の消

毒、袋詰めなどを行なう処理施設が併設されている。 

同公社には、過去の 2KR で調達した Sampo 社製のコンバイン・ハーベスターが 4 台、クボタ

社製のコンバインハーベスターが 3台、脱穀機数台などが農業灌漑省から同公社へ契約ベース

にて配置されており、これらの機機は同公社の付属農場で使用される他、契約種子栽培農家で

栽培された種子の収穫作業に有料で使用されている。この料金はヘクタール当り 4,000 リアル

となっており、同種子公社が契約栽培農家から種子を買い取る際に、その購入代金から差し引

かれるシステムとなっている。同公社は、この収穫作業にて回収した資金を農業灌漑省がコン

バイン・ハーベスターの貸与契約金として同公社に課した支払い義務額の支払いに充てること

となっている。 

同公社は 2003 年に 1,020 トンのコムギ種子（Certified Seed）を一般農家向けに販売供給し

た実績を有しているが、この量は全国での必要量の約 35%に過ぎず、その増産が求められてい

る。このため同公社では一般農家からの優良種子需要を勘案し、2005 年における同公社のコム

ギ種子生産量を 1,710t と設定しており、その増産を計画している。この増産計画により、同

公社付属の種子農場と契約種子栽培農家の栽培面積は2002年現在の773haが2005年には約1.7

倍に増加することが予想される。 

しかしながら、同公社においては過去（1989 年度）の 2KR にて調達されたコンバインハーベ

スターのうち、日本製のコンバインハーベスター3 台（いずれもクボタ社製）は故障（原因は

不明であるが選別部のクランクシャフト破損）にて使用不可能な状況にあることから、今次 2KR

（2004 年度）要請に含まれるコンバインハーベスターは、これら故障機械を補うための機械と

して期待されるものである。なお、この故障中のコンバインハーベスターは、本項冒頭説明の

クローラータイプであり、畑地でのコムギ等の刈り取り・収穫には不向きであることが「イ」

国側から指摘されている。また、本コンバインハーベスターは同種子公社の付属農場での使用

に加え、契約種子栽培農家における収穫作業にもリースにて供されることから、より機動性に

優れている車輪型のコンバインハーベスターが望まれている。 

以上の状況下、今回要請されたコンバインハーベスターは使用目的及び数量共に妥当である

と判断される。 

なお、参考までに同種子公社における種子生産のシステムを以下解説する。同公社における

種子の生産システムは、先ず種子生産の元となる種子（Breeder Seed）を農業試験場

（Agricultural Research Corporation）より受け取り、同公社付属の農場にて増殖して契約

種子生産農家向けの種子（Foundation Seed）を生産する。次に同公社はこの種子（Foundation 
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Seed）を種子生産契約農家に配布し、同契約農家で増殖された種子（Certified Seed）を同公

社の検査室で品質を検査を行い、検査に合格した種子を同公社が買い取る。買い取られた種子

は、同公社の種子処理施設で殺菌処理（殺虫殺菌材として Vitavax を使用）を行い、40kg のパ

ックに包装し、一般の農家向けに同公社の支店および農協などの組織を通じて販売される。な

お、同公社の種子検査ラボにて検査される項目は、千粒重、水分（12%Max.）、発芽率（80%Min.）、

Purity（98%Min.）であり、これらの検査を行なうための必要機材は全て揃っている。 

 

(4) リーパー（150 台） 

要請のリーパーは、ムギ等の穀物やマメ等を根元より刈り取るための歩行式刈り取り機で、

脱穀機能は有していない。同リーパーは、「イ」国における過去の 2KR にても調達された実績

を有し、これら殆どは農業サービス公社を通じて、比較的小規模の一般農家に販売されている。 

今回の調査において同サービス公社を訪問した際に、このリーパーも含めて 2KR 調達品の評

価を質問したところ、同リーパーは構造もシンプルで使い易く作業能力も人力の約 10-20 倍に

相当することから、その人気は高く、全てが問題なく販売されたとの説明がなされた。また、

同リーパーは価格も安いことから、比較的規模の小さいコムギ（Wheat）、オオムギ（Barley）

を栽培する小農家からの需要が極めて高いとのことであった。 

今次 2KR にて要請された同リーパーは、過去に同機械の販売実績を有する同サービス公社に

よって引き続き行なわれる予定であり、販売対象地域は特に限定せず、同サービス公社の販売

網を通じて販売される予定となっている。 

「イ」国においては、同国の農家一戸当たりの平均耕作面積が約 1.46ha であり、また山岳地

帯においては小区画の段々畑が殆どであり大型のコンバインが使用できない現状を考えると、

今回要請されたリーパーは前述のコメントの通り有効であり、農民からの需要が高いことは容

易に想像でき、品目としての選定は妥当であると判断できる。 

また、同機材は過去に 2KR で調達した際も順調にその販売が行なわれ、調査時時点で在庫は

存在しないことが確認さたこと、更には本機材の対象作物（コムギとオオムギ）の栽培面積が

全国で約 12.4 万 ha と大きいことを考慮すると、今回要請のあった数量は妥当な範囲のものと

判断できる。 
 
 

(5) 乗用トラクター（150 台） 

今次要請のトラクターは 70 馬力クラスのトラクターで、主として畑地での耕起作業等に使用

される予定である。これらのトラクターは農業灌漑省傘下の農業協同組合信用銀行を通じて、

全国の一般農家に販売される予定となっている。 

本トラクターの要請数量の変更については、その経緯を前項にて記載したのでここでは省略

するが、この要請数の根拠については全国の同銀行支店（31 支店）を通じて確認した農民から

の購入希望を取り纏めた結果であることを本件調査団が同銀行を訪問し、協議を行なった際に

確認している。さらに、本調査団から各県における需要数を示すよう、同銀行及び農業灌漑省

へ求めたところ、その配布計画として表 5-4「トラクターの配布計画」の回答があった。この

配分に関して検討したところ、今次要請 2KR の対象作物の主要産地に高い配分がなされている

ことが確認された。また、数量の妥当性に関しては、その検討のベースとなるデータ（県別・

馬力別のトラクター普及状況）が入手できなかったため、正確な分析は出来なかった。しかし
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ながら、入手可能な情報（イエメン国全体のトラクター普及台数及び耕地面積）からトラクタ

ーの普及状況を判断する一つの指標値を算出すると「255.8ha/台」となり、表 5-5 に示す通り、

他国と比較しても著しく低いことが明白となっている。 

以上のような状況からも、同国におけるトラクターの需要は確実に存在することが確認でき

るとともに、本件の要請数量が過大では無いことも確認できる。 

 

表 5-4 トラクターの配布計画 

 

さらに、要請数量は、一般農民からの購入希望をベースに決定されていることから、調達後

に売れ残り在庫となることは少ないと考えられる。しかしながら、過去の事例にも有ったよう

に、「イ」国内にて広く普及していないメーカーの製品が調達された場合には、スペアパーツ

の供給や修理などのアフターセールスサービスの観点から販売が困難となることから、可能な

限り「イ」国内にて普及しているメーカーの製品を調達することが望まれる。 

 

表 5-5 トラクターの普及率指標 

                   （出典:「FAOSTAT」及び「農業灌漑省 2002 年統計資料」）

No. 県    名 配布数量 No. 県    名 配布数量

1 ホデイダ(Al Hodiedah) 20台 11 アブヤン(Abyan) 7台

2 サナ(Sana'a) 20台 12 ハジャ(Hajja) 6台

3 ダマール(Dhamar) 12台 13 アルジャウ(Al Jawf) 6台

4 アムラン(Amran) 10台 14 ラヒ(Lahej) 6台

5 ハドゥラマウト(Hadramout) 10台 15 アルマイト(Al Mahweet) 6台

6 サアダ(Saadah) 9台 16 アルベイダ(Al Biedaa) 5台

7 マレブ(Mareb) 8台 17 アルダアラ(Al Dalaa) 1台

8 シャブア(Shabwah) 8台 18 アルマアラ(Al Mahrah) 1台

9 タイズ(Taiz) 7台 19 アデン(Aden) 1台

10 イブ(Ibb) 7台 － － －

（出所：農業灌漑省） 　　　合計 150台

国　名
A:ﾄﾗｸﾀｰ普及台数

(台)
B:全耕地面積

(ha)
C:普及率=B/A

(ha/台)

イエメン 6,500 1,662,430 255.8

日本 2,028,000 4,474,000 2.2

アメリカ 4,800,000 176,950,000 36.9

パキスタン 320,500 21,302,000 66.5

シリア 97,660 4,542,000 46.5
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(6) タインカルチベーター（150 台） 

このタインカルチベーターは、“（５）”の「トラクター」に装着して、主として畑地の耕起及

び中耕除草などの作業に使用される基本的な作業機である。今次要請 2KR での対象作物は全て

畑作物が対象となっていることから、要請内容は妥当と判断される。また、本作業機はトラク

ターとセットで販売される予定であることから、要請数量も妥当と判断される。 

 

(7) ディスクプラウ（150 台） 

このディスクプラウは、前述のタインカルチベーターと同様にトラクター用の作業機であり、

主として畑地での耕起作業に使用される基本的な作業機である。本作業機についても、タイン

カルチベーターと同様、要請内容及び数量共に妥当であると判断される。 

 

(8) フロントレベリングブレード（150 台） 

このフロントレベリングブレードは、“（５）”の「トラクター」に装着して使用するもので、

主として圃場の均平などの整地作業に使用される。「イ」国のような降雨が少ない地域におい

ては灌漑水を均一且つ効率的に行き渡らせるためにも圃場の整地作業が必要となっている。本

作業機についても、他の作業機と同様にその使用目的及び数量とも妥当であると判断される。 

 

(9) フォダーカッター（100 台） 

「フォダーカッター」については、穀物などを収穫した後の麦藁等を処理し、家畜の餌に供

するための機械である。「イ」国側からの説明に拠れば、同国における農業体系には畜産が必

ず組み込まれていることから、家畜への飼料の確保は農家（特に小規模農家）にとって重要な

問題であり、また飼料の確保による畜産の振興は地域住民への蛋白源の確保という観点から必

要であるとのことであった。 

今回要請のあった本フォダーカッターは必ずしも、本件 2KR の対象作物の増産に直接的に寄

与する機械ではないが、以上、「イ」国側からの説明に有った「農業体系」という観点から判

断すれば、間接的には食糧増産に寄与するものと判断され、「イ」国側からの要請は妥当なも

のと判断できる。 

 
以上の検討の結果、選定機材リストを下表 5-6 に示す。 

表 5-6 選定機材リスト 

No. 品　目　名 数量(台) 調達希望国 優先順位

1 コンバインハーベスター 4 DAC加盟国 1

2 リーパー 150 DAC加盟国 3

3 乗用トラクター（4WD、70-74HP） 150 2

4 タインカルチベーター（トラクター用） 150 2

5 ディスクプラウ（トラクター用） 150 2

6 フロントレベリングブレード（トラクター用） 150 2

7 フォダーカッター 100 DAC加盟国 3

DAC加盟国
+

トルコ
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5－3 調達計画 

 

 (1) スケジュール案  

本要請の対象作物の栽培地域は北部の高地から南部の低地と広範囲に渡っており、またこれらの地

域には標高差もあることから、作物の栽培サイクルは多様である。このため、「イ」国における農作

業は全国レベルで見れば、作業の内容は異なれ、何らかの作業が通年発生しており、トラクターなど

の農業資機材の需要は一年を通して存在する。 

以上のような状況のため、「イ」国においては農業機械の供給時期に関して、その時期を限定する

必要は無いとの「イ」国側（農業灌漑省計画局）回答であった。この点に関して「イ」国側の判断は

妥当と判断される。 

 

(2) 調達先国 

2KR 資機材の調達先国に関する「イ」国側の要望は、基本的に DAC 加盟国からの調達であるが、ト

ラクターとその作業機に関しては DAC に加え、トルコについても調達先国として要望されている。こ

の理由として、「イ」国においてはトルコ製トラクターがコマーシャルベースで普及しており、これ

ら機械の品質には何ら支障が無いことから、調達先国へ加えたいとの回答であった。 

「イ」国における過去の 2KR においては、入札の結果、同国内にて全く普及しておらず、知名度も

低いメーカー（芝浦社製）のトラクターが調達され、これに加えてスペアパーツ供給体制が整備され

ていなかったため、調達したトラクターの殆どが売れ残り在庫となっている事実がある。このような

状況を考慮すると、資機材の調達、特にスペアパーツ供給などのアフターセールスサービス体制を必

要とする機材の調達にあたっては、「イ」国内に既に普及しており、知名度が高く、アフターセール

スサービス体制が整備されたメーカーの製品を調達することが重要となっており、この観点からも、

「イ」国側の判断は妥当であるといえる。 

 

 

5－4 調達代理方式 

 

従来の調達監理方式に代わる調達方式として、新たな調達代理方式におけるメリットや従来の方式

との相違点等を「イ」国側の関係者（農業灌漑省及び計画国際協力省）に対して説明し、紹介した。 

これに対して、「イ」国側の関係者は新たな調達代理方式の内容を理解したが、「イ」国政府実施

機関が立会いのもと、入札の開札及び入札評価がなされることを望んでいる。 
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第 6 章 結論と提言 

6－1 結論 

 

本調査の結果、「イ」国への 2KR 供与にかかる評価は、下表 6-1 のとおりとなる。 

 
表 6-1 平成 16 年度 2KR 調査 評価表（イエメン国） 

評価項目 判定結果

上位計画との整合性の確認  

上位計画に食糧増産が明記されている。 ○ 

上位計画と 2KR との間に整合性が見られる。（目的、対象地域、対象農家、配布

方法、他の政策との連携など） 

○ 

ニーズの確認  

要請資機材は広く使用されている一般的な資機材である。 ○ 

これまでに 2KR で調達された資機材の不良在庫は無い。 △ 

実施体制の確認  

資機材の配布・販売にかかる実施体制や手順を規定した法規やマニュアル等が存

在する。 

△ 

2KR 実施の担当機関、担当部署、担当者が決められている。 ○ 

見返り資金の積立て・管理にかかる実施体制や手順を規定した法規やマニュアル

等が存在する。 

△ 

見返り資金積立ての担当機関、担当部署、担当者が決められている。 ○ 

資機材の配布・販売後のモニタリング・評価が実施されている。 △ 

政府間協議（コミッティ）が開催されている。 ○ 

見返り資金の積み立て・活用の確認  

見返り資金が計画通り積立てられている。 △ 

見返り資金の積み立て状況に係る四半期報告が行われている。 △ 

見返り資金の使途協議が行われている。 ○ 

見返り資金プロジェクト実施報告が行われている。 △ 

新供与条件の同意の確認  

四半期に一度の連絡協議会の開催 ○ 

ステークホルダーの参加機会の確保 ○ 

見返り資金の外部監査 ○ 

その他（広報など）  

資機材の引渡し式が開催されている。 △ 

2KR に関する広報が行われている。 ○ 

見返り資金プロジェクトの広報が行われている。 ○ 

 

評価項目を満たしている。 ○ 

評価項目を満たしていないが改善の方策をとっている。 △ 

評価項目を満たしていない。 × 
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6－2 提言 

 

｢イ｣国では人口増加によりますます主要食糧作物への需要が高まる一方、生産量は降雨量不足等、

過酷な自然環境という外部要因の影響によって年により大きな変動がある。このため、「イ」国では

主食である小麦の多くを輸入に依存しているのが現状であり、このような状況下のもと「イ」国政府

は、灌漑システムの整備と改善に力を入れると共に農業機械の導入による農作業の効率化を図ること

で、食糧の需給バランスの改善に努めている。 
しかしながら、「イ」国内ではトラクターをはじめとする農業機械の生産は行なわれておらず、殆

どの農業機械は輸入に依存しており、依然として同国内のトラクターの普及率は周辺国と比較しても

低い状況にある。今後、「イ」国の農業分野における機械化を促進し、農業生産を拡大するためには、

農民がトラクターをはじめとする農業機械を購入しやすい環境を作る必要があり、この点で我が国の

2KR による農業機械の調達は同国農民にとって重要な供給源となっている。 
また、灌漑システムの整備に関しては過去の 2KR で積み立てられた見返り資金を使用して、灌漑

水路の取水口建設などが行なわれており、これらは 2KR の間接的効果として地域の農民より高い評

価を得ている。 
以上のように、同国における農業を取り巻く環境と 2KR による農業生産に対する直接かつ間接的

な効果に鑑みれば、同国に対する 2KR 支援の必要性及び重要性は充分に有ると結論づけられる。 
なお、「イ」国への 2KR 協力実施に当たって、この援助をより効果的なものとするための提言は以

下のとおりである。 

 

(1)  機材の販売状況に関するモニタリングの強化について 

過去の 2KR で調達した機材の在庫問題については、第 4 章の 4-1 の「(3)販売後のフォローア

ップ体制」の項でその現状について述べた。その後、「イ」国農業灌漑省より、在庫リストの提

出に引き続き、同省を中心とする関係者間によって本問題の解消に向けた以下の具体案が策定さ

れ、これにより、本問題については、ある程度の解決の目処が立ったことが確認された。 

先ず、金額的にも大きく、加えて今回の 2KR にても要請のあったトラクターと仕様は異なるも

のの、使用目的が同じである在庫トラクター（含む耕運機）については、一般市場価格と比べて

割高感のあった設定販売価格を 30%値下げし、販売促進を図ろうと計画している。また、同トラ

クターの販売を行なう GCAAI は、この販売価格に相当する額を農民への販売を待たずに直ちに中

央銀行の見返り資金口座に送金し、見返り資金として積み立てることを農業灌漑省と双方、確認

したとしている。 

次に、数量的に大きな在庫となっている「背負い式スプレーヤー」（620 台）については、民間

の農機販売会社（Mr.Abdu Tahbet Al-Amery）から価格の値引きを前提に同機材を在庫として抱

える CACB へ購入の申し込みがなされている。このスプレーヤーについて、同省は 1 台あたり

5,980Y.R.を設定していたが、これを 4,000Y.R.へ値下げすることで一層の販売促進がなされるこ

とが期待されている。因みに、値下げ前の販売価格 5,980Y.R.が調達 FOB 単価（7,520 円）の約

47%に相当するのに対して、値下げ後の価格 4,000Y.R.は調達 FOB 価格の約 32%に相当する額とな

っている。 

 

以上のように、同国に対する 2KRの実施において大きな懸案事項であった在庫問題については、

解決の目処が立っているものの、今後も同様の問題が発生することも否定できないため、実施機
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関である農業灌漑省は調達資機材の販売・配布状況を定期的に調査するなどして、今後モニタリ

ングを強化することが望まれる。なお、この点については調査団より「イ」国側へその旨強く申

し入れ、調査にかかる協議議事録においても双方確認した。 

 

(2) アフターセールスサービスの確保に重点をおいた機材の調達 

上述のような在庫発生という事態の再発を避けるためには、2KR 以外の一般市場にて流通して

いるメーカーの製品を調達するような配慮が必要であろう。2KR における調達においては、一般

競争入札が基本となるため、メーカー、モデルを調達する側が指定することは実質的に不可能で

ある。しかし、実際の調達においては、調達機械のアフターセールスサービスの確保に重点を置

くことを目的として、当該機械のスペアパーツが「イ」国内で調達可能なことを入札条件として

規定することは可能であり、これにより前述のような問題はある程度回避出来るものと期待でき

る。また、今回の在庫の原因として、「イ」国内で一般的に普及しているトラクターよりも小型

であったということも指摘されている。 

したがって、機材の仕様を決定する際には従来以上にエンドユーザーのニーズを確認する必要

がある。なお、本調査団が行なった市場調査及びサイト調査で確認した限りにおいては、「イ」

国において一般的に普及しているトラクターの殆どが 50 馬以上のトラクターであった。 

 

(3) 農業生産を取り巻く状況の違いによるスキームの弾力的運用 

「イ」国においては民間会社によって農業資機材の輸入が行なわれ、これらの資機材はコマー

シャルベースによって一般農家へ販売されている。これら民間業者による市場は確実に成長して

おり、これら成長に伴い、2KR の占める割合は徐々に縮小傾向にある。 

このような状況下においては、一般農民が一般市場にて入手できるような機材の調達に 2KR の

重点を置くのではなく、一般農民では対応が困難な分野への 2KR の投入を行なう必要が高いと思

慮される。この観点からは、降雨量が少なく水資源の有効利用が課題となっている同国において

その必要性と効果が確認されているにもかかわらず、個々の農民単位では対応出来ない上に、そ

の調達が 2KR のスキームにおいて困難な機材、例えば灌漑水路の修復、浚渫等の維持管理作業に

使用されているブルドーザーやエクスカベーターなどの重機も調達の対象として含めることも

積極的に検討すべきであろう。なお、2KR の見返り資金を使用したプロジェクトにおいては、既

に個々の農民では対応が困難な灌漑水門の建設に使用された実績があり、地域の農民から高く評

価されていることを本調査団はサイト調査によって確認している。 

 

(4) 世銀、FAO 等国際機関との連携について 

2KR によって調達される資機材は、一般農民への売却を目的としたものが殆どであり、ある特

定のプロジェクトを目的とした機材の調達ではない。このため、資機材を売却、配布した後のそ

の使用状況や効果などが充分に把握し難い情況にあることは否めない。2KR の実施機関である農

業灌漑省は、この点については各地域に展開する同省傘下の普及員によって技術的な指導はもと

より、効果の把握まで行なうとしている。確かに、本調査団が地方を調査した際にもこれらの普

及員の活動を確認しているが、この部分をより強化し相乗効果を引き出すためにも FAO 等との連

携を今後、検討すべきであろう。 

また、実際に農業分野で多くのプロジェクトを実施している世銀などのプロジェクトに 2KR で

調達した資機材を組み込むことで、更なる相乗効果が期待される。また特定のプロジェクトに 2KR

で調達した資機材を投入することで、効果や評価を含めたモニタリングも可能となることから、
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これら国際機関との連携も検討すべきであろう。 

 

(5) 見返り資金の積み立て通貨と使用方法について 

今まで 2KR の資機材を販売し、見返り資金の積立を行なっていた農業資機材公社からは、2KR

の見返り資金のシステムに関し、長期間、見返り資金口座にイエメン通貨で積み立てて置くこと

による、その価値の低下が指摘された。数年前まで、対米ドルの換算レートは 150 リアルであっ

たものが、現在では 185 リアルまで価値が下がっており、対米ドル換算ではその価値が大幅に下

がったとの指摘である。このコメントの意図するところは、回収した見返り資金を長期間に渡っ

て口座に積み立てて置くだけではなく、その資金を弾力的に運用することによって更なる利益が

得られる筈であるとのことである。 

見返り資金の使用にかかる手続きに関しては、外部監査の導入とモニタリング及び評価の体制

を強化することで、現在行なわれている使途協議に代わって例えば、報告制などを導入すること

の可能性についても検討の余地があると思われる。これにより、見返り資金の使用手続きの迅速

化と簡素化が一層図られるものと期待される。 

なお、見返り資金の対米ドル価値の下落に関しては、制度上、積み立てられた見返り資金の運

用等について細則がないので、その可否についても今後、検討の余地はあろう。 
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